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lま

じ

め

睡
虎
地
秦
律
、
張
家
山
漢
律
令
の
出
土
に
よ
っ
て
、
秦
よ
り
漢
初
に
到
る
ま
で
の
刑
罰
瞳
系
は
そ
の
詳
細
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
だ

が
前
後
の
時
代
に
目
を
移
す
と
、
利
用
可
能
な
史
料
は
な
お
も
限
ら
れ
、
刑
罰
制
度
の
通
時
的
な
展
開
は
具
瞳
的
に
は
把
握
さ
れ
て
い
な
い
。

本
稿
は
、
出
土
史
料
か
ら
知
ら
れ
る
刑
罰
瞳
系
の
中
に
制
度
饗
遣
の
痕
跡
を
見
い
だ
し
、

そ
の
形
成
過
程
の
一
端
を
捉
え
よ
う
と
す
る
試
み
で

あ
る
。
行
論
の
切
り
口
と
し
て
、
こ
こ
で
は
性
差
に
よ
る
刑
罰
の
相
遣
に
着
目
し
た
い
。

労
役
刑
の
う
ち
、
例
え
ば
最
も
重
い
城
旦
春
刑
は
、
男
性
に
科
せ
ら
れ
る
「
城
日
こ
刑
と
女
性
へ
の
「
春
」
刑
、
そ
の
二
つ
が
並
べ
ら
れ
た

呼
稀
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
現
象
は
、
瞳
力
・
技
能
の
差
に
麿
じ
て
男
女
で
異
な
る
刑
罰
が
用
意
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
特

定
の
刑
罰
は
女
性
に
は
加
え
ら
れ
ず
、
代
替
刑
が
用
い
ら
れ
た
。

女
子
で
礁
刑
も
し
く
は
腰
斬
刑
に
相
首
す
る
者
は
、
棄
市
と
す
る
。
斬
祉
し
て
城
旦
と
す
る
の
に
相
昔
す
る
者
は
鞍
春
と
し
、
瞳
斬
に

2 

:
・
女
子
宮
様
若
要
(
腰
)
斬
者
、
棄
市
。
首
斬
震
域
旦
者
轍
清
春
、
首
瞳
斬
者
贈
賄
、
首
耐
者
瞳
耐
o

(
二
年
律
令
八
八
l
八
九
)

相
官
す
る
者
は
腹
帯
と
し
、
耐
刑
に
相
官
す
る
者
は
臆
耐
と
す
る
。

死
刑
に
あ
っ
て
は
疎
刑
と
腰
斬
刑
が
、
↓
肉
刑
に
あ
っ
て
は
斬
祉
刑
が
女
性
に
は
用
い
ら
れ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
棄
市
刑
・
韓
刑
に
讃
み
換
え
ら
れ
た
。

女
性
へ
の
斬
祉
刑
は
存
在
し
な
い
が
故
に
、
贈
斬
ま
で
も
が
蹟
鞍
に
換
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
他
に
も
、
例
え
ば
司
冠
・
候
と
い
う
こ
種
の
無

期
勢
役
刑
も
、
女
性
に
は
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
[
藤
井
二
O
O
六
]

0

(
1
)
 

加
え
て
、
女
性
に
は
科
し
得
な
い
刑
罰
も
成
丈
法
中
に
、
法
定
刑
と
し
て
存
在
し
た
。
腐
刑
と
戊
遺
刑
が
そ
れ
に
首
た
る
。
腐
刑
と
は
男
性

器
を
切
除
す
る
刑
罰
で
あ
り
、
典
籍
史
料
で
は
「
宮
」
刑
と
呼
ば
れ
る
の
が
一
般
で
あ
る
が
、
出
土
史
料
で
は
主
と
し
て
「
府
(
腐
)
」
と
し

(
2
)
 

て
現
れ
る
。

一
方
の
成
遺
刑
は
、
期
限
附
き
で
遺
境
防
備
に
首
て
ら
れ
る
も
の
で
、
後
述
の
と
お
り
、
女
性
は
戊
遣
に
動
員
さ
れ
な
い
建
前
で

あ
る
か
ら
、
こ
の
刑
も
女
性
に
は
科
し
得
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。



腐
刑
や
成
違
刑
と
い
っ
た
刑
罰
の
存
在
は
、
少
な
く
と
も
一
部
の
刑
罰
が
、
男
性
の
み
を
封
象
と
し
て
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

そ
も
そ
も
成
丈
法
と
そ
こ
に
規
定
さ
れ
た
刑
罰
白
瞳
が
、
首
初
か
ら
高
人
を
科
罰
封
象
と
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
ご
く
早
い
段
階
に
お
い

て
は
、
例
え
ば
特
定
集
圏
内
の
男
性
成
員
の
み
を
針
象
と
し
、
女
性
へ
の
科
罰
は
家
父
長
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
可
能
性
も
考

(
3
)
 

え
ら
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
見
方
に
立
つ
な
ら
、
い
く
つ
か
の
刑
罰
か
ら
女
性
が
除
外
さ
れ
る
現
象
も
、
車
な
る
女
性
へ
の
優
遇
策
と
し
て
で
は

な
く
、
そ
れ
ら
の
刑
罰
が
特
に
男
性
の
み
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
き
た
、
何
ら
か
の
陪
史
的
経
緯
や
刑
罰
観
の
存
在
を
想
定
し
つ
つ
解
担
押
さ
れ
ね

ば
な
る
ま
い
。

刑
と
性
差
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
刑
罰
、
及
び
成
丈
法
の
起
源
や
そ
の
形
成
と
も
関
わ
り
を
持
ち
、
興
味
深
い
論
貼
を
数
多
く
含
む
も
の
の
、

こ
こ
で
こ
の
問
題
を
直
ち
に
論
ず
る
の
は
暫
く
措
き
、
本
稿
で
は
先
ず
睡
虎
地
・
張
家
山
の
法
制
史
料
に
お
い
て
、
女
性
に
は
科
し
得
な
い
刑

罰
、
す
な
わ
ち
腐
刑
と
成
遺
刑
の
雨
者
が
如
何
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
か
に
注
目
し
た
い
。
行
論
の
な
か
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
お
り
、
こ
れ
ら

3 

出
土
史
料
の
時
代
で
あ
る
前
三
世
紀
後
宇
l
前
二
世
紀
前
半
に
お
い
て
も
、
雨
刑
に
関
連
す
る
記
事
の
な
か
に
は
、
科
罰
封
象
が
男
性
で
し
か

あ
り
得
な
い
こ
と
へ
の
配
慮
が
十
分
で
な
く
、
女
性
に
こ
れ
ら
刑
罰
を
強
い
か
ね
な
い
候
項
が
含
ま
れ
る
。
こ
う
し
た
一
種
の
不
整
合
は
、
法

定
刑
が
普
遍
化
し
、
盟
系
化
さ
れ
る
な
か
で
、
被
刑
者
と
し
て
男
性
の
み
を
想
定
し
て
い
た
奮
来
の
刑
罰
観
が
、
解
消
さ
れ
る
こ
と
な
く
残
存

し
た
結
果
と
考
え
て
初
め
て
説
明
で
き
よ
う
。
科
罰
封
象
の
普
遍
化
と
そ
れ
へ
の
封
庭
、
と
い
う
全
睦
的
な
潮
流
が
出
土
法
律
史
料
中
に
認
め

ら
れ
る
こ
と
を
示
し
た
上
で
、
終
章
に
お
い
て
今
一
度
、
特
定
の
刑
罰
が
女
性
に
適
用
さ
れ
な
い
問
題
に
立
ち
返
る
こ
と
と
す
る
。

第
一
章

腐

耳
川

強
姦
罪
に
釘
す
る
腐
刑

369 

「
春
秋
左
氏
惇
』
昭
公
五
年
に
は
「
若
し
吾
れ
韓
起
を
以
て
閣
と
矯
し
、
羊
舌
貯
を
以
て
司
宮
と
矯
さ
ば
、
以
て
亙
日
を
辱
し
む
る
に
足
ら
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ん
」
と
あ
り
、
腐
刑
の
起
源
は
春
秋
時
代
以
前
に
遡
る
。
だ
が
そ
れ
ら
は
、
個
別
の
事
例
に
針
し
て
多
分
に
恐
意
を
交
え
つ
つ
選
揮
さ
れ
た
制

裁
手
段
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
何
ら
か
の
成
丈
法
規
を
前
提
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
の
は
、
成
丈
法
の
な
か
に
明

記
さ
れ
、
従
っ
て
該
賞
す
る
罪
を
犯
せ
ば
、
す
べ
て
の
者
が
自
動
的
に
腐
刑
に
該
首
す
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
科
罰
と
し
て
腐
刑
を
指
定
す
る
法

丈
は
「
二
年
律
令
」
に
お
い
て
初
め
て
看
取
で
き
る
。

強
輿
人
好
者
、
府
(
腐
)
以
矯
宮
隷
臣
。
(
二
年
律
令
一
九
一
一
一
)

人
を
強
姦
す
る
者
は
、
腐
刑
を
加
え
て
か
ら
宮
隷
臣
と
す
る
。

こ
の
他
に
も
姦
淫
罪
閲
連
の
規
定
が
二
年
律
令
に
見
え
る
が
、
科
罰
は
必
ず
し
も
腐
刑
で
は
な
い
。
例
え
ば
人
妻
と
の
和
姦
は
完
城
旦
春
に

(
一
九
二
筒
)
、
兄
弟
の
妻
な
ど
と
の
姦
淫
は
騎
城
旦
春
に
相
首
す
る
(
一
九
五
筒
)
。
『
向
書
大
停
』

の
「
男
女
の
義
を
以
て
交
わ
ら
ざ
る
者
、

そ
の
刑
宮
」
を
始
め
と
し
て
、
腐
刑
を
姦
淫
罪
一
般
へ
の
科
罰
と
す
る
言
説
は
多
い
も
の
の
、
そ
れ
ら
は
、
少
な
く
と
も
漢
初
の
法
規
定
と

腐
刑
の
封
象
と
な
る
の
が
姦
淫
罪
一
般
で
は
な
く
、
強
姦
罪
に
限
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
男
性
の
み
が
犯
し
う
る
罪
で
あ
る
か
ら
、
科

4 

は
合
致
し
な
い
。

罰
が
腐
刑
で
あ
っ
て
も
、
女
性
へ
の
代
替
刑
を
規
定
す
る
必
要
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
す
べ
て
の
法
丈
が
知
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
以
上
、

腐
刑
が
強
姦
罪
の
み
に
適
用
さ
れ
た
も
の
か
否
か
は
断
言
で
き
な
い
。
だ
が
現
今
の
と
こ
ろ
、
腐
刑
の
封
象
と
な
る
具
瞳
的
な
犯
罪
行
矯
と
し

(
4
)
 

て
法
丈
中
に
見
え
る
の
は
、
こ
の
強
姦
罪
に
限
ら
れ
る
。
秦
漢
の
姦
淫
罪
を
論
じ
た
下
倉
二

O
O
五
も
、
腐
刑
を
強
姦
罪
専
用
の
刑
と
し
て
い

(
-
J
)
 

マゐ。
右
の
僚
丈
で
も
う
一
つ
注
目
さ
れ
る
の
は
、
強
姦
罪
に
封
す
る
刑
罰
が
「
腐
以
矯
宮
隷
臣
」
と
し
て
現
れ
て
い
る
酷
で
あ
る
。

『
主
日
』
旦
口
刑
で
は
、
「
宮
昨
」
「
宮
罰
」
が
五
刑
の
一
つ
と
し
て
、
諸
々
の
肉
刑
と
列
翠
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
り
宮
刑
と
は
、
第
一
に
内

刑
の
呼
稀
で
あ
る
と
一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。
『
稽
記
』
丈
王
世
子
の
鄭
注
「
宮
・
割
・
蹟
・
墨
・
割
・
則
、
比
白
川
以
万
鋸
刺
割
人
睦
也
」
も
、

「
宮
」
そ
の
も
の
を
肉
刑
の
稀
謂
と
す
る
。
だ
が
「
腐
以
潟
宮
隷
臣
」
の
「
腐
」
と
「
宮
」
、
雨
者
が
い
ず
れ
も
去
勢
刑
を
指
す
と
す
れ
ば
、



同
じ
こ
と
が
丈
字
を
饗
え
て
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
不
自
然
さ
を
畳
え
る
。

宮
隷
臣
と
い
う
刑
罰
名
は
他
に
例
が
な
い
も
の
の
、
類
似
の
呼
稽
に
「
牢
隷
臣
」
が
あ
り
、
「
牢
」
と
は
そ
の
刑
徒
が
使
役
さ
れ
る
場
所
を

(
6
)
 

指
し
て
い
る
。
「
宮
」
も
こ
れ
と
同
様
に
、
隷
臣
と
し
て
配
属
さ
れ
、
役
務
に
首
た
る
場
所
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
。
始
皇
帝
陵
出
土
の
陶
伺
・

陶
器
に
は
「
宮
」
「
宮
水
」
と
い
っ
た
陶
丈
が
見
え
[
哀
仲
会
会
九
八
七
]
、
こ
れ
ら
副
葬
品
の
作
成
の
場
が
「
宮
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。

(
7
)
 

二
年
律
令
に
も
「
宮
司
空
」
な
る
官
職
名
が
現
れ
る
(
四
六
二
簡
)

0

『
漢
書
」
百
官
表
に
は
「
宮
」
を
冠
し
た
官
名
は
見
あ
た
ら
な
い
が
、
前

漢
中
・
後
期
の
史
料
と
し
て
は
、
江
蘇
省
刊
江
胡
場
五
競
漢
墓
出
土
筒
[
揚
州
博
物
館
等
一
九
八
二
に
贋
陵
王
国
の
「
宮
司
空
」
が
登
場
し
、

(
8
)
 

獄
図
の
管
理
に
首
た
っ
て
い
る
。

二
年
律
令
に
よ
る
と
、
腐
刑
と
さ
れ
る
者
は
ま
ず
「
内
官
」
に
移
さ
れ
た
。

:
:
:
有
罪
首
府
(
腐
)
者
、
移
内
官
、
内
官
府
(
腐
)
之
。
(
二
年
律
令
一

九

内
官
は
漢
初
に
は
少
府
に
属
し
た
(
『
漢
書
』
百
官
表
)
。
百
官
表
は
職
掌
に
言
及
し
な
い
が
、

『
漢
書
』
丈
帝
紀
注
に
引
か
れ
た
漢
秩
椋
令
に

5 

:
:
:
腐
刑
に
相
首
す
る
罪
を
犯
し
た
者
は
、
内
官
に
移
迭
さ
れ
、
内
官
は
こ
れ
を
腐
刑
に
慮
す
。

「
姫
、
並
び
に
内
官
な
り
。
秩
は
比
二
千
石
、
位
は
捷
好
の
下
に
次
ぎ
、
八
子
の
上
に
在
り
」
と
あ
り
、
後
宮
の
女
官
も
「
内
官
」
と
呼
ば
れ
、

そ
れ
ら
を
統
べ
た
の
が
百
官
表
に
み
え
る
「
内
官
長
丞
」
な
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
律
暦
志
で
は
、
「
度
」
、
す
な
わ
ち
長
さ
を
掌
る
官
署
と
さ

(

9

)

(

刊
)

れ
、
廷
尉
が
そ
れ
を
監
督
し
て
い
る
。
ま
た
未
央
宮
骨
築
に
は
「
六
年
内
官
第
珊
一
」
と
い
っ
た
刻
丈
が
見
え
、
同
時
に
内
官
は
隆
慮
公
主
の

(
日
)

子
、
昭
五
l

君
が
罪
に
よ
り
繋
獄
さ
れ
た
場
所
で
も
あ
っ
た
。
要
す
る
に
内
官
と
は
宮
中
の
女
官
・
宣
官
を
取
り
仕
切
る
官
署
で
あ
り
、
そ
れ
ら

を
使
役
す
る
作
事
官
府
と
し
て
の
顔
を
持
ち
、
勢
働
力
の
一
部
と
し
て
刑
徒
も
管
理
し
て
い
た
。
少
府
の
、
そ
し
て
後
に
は
宗
正
の
属
官
と
さ

れ
る
一
方
で
、
律
暦
志
に
お
い
て
は
廷
尉
と
の
職
掌
上
の
繋
が
り
が
示
唆
さ
れ
る
の
も
、
刑
徒
管
理
を
分
掌
し
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

官
官
を
監
督
す
る
作
事
官
府
、
と
い
う
内
官
の
機
能
は
、
腐
刑
の
徒
が
配
置
さ
れ
、
陶
器
作
成
の
場
で
も
あ
っ
た
「
宮
」
の
そ
れ
と
一
致
す

(ロ)

る
。
「
{
呂
」
と
は
内
官
が
管
轄
す
る
宮
廷
の
内
側
を
指
し
、
「
宮
隷
臣
」
と
は
そ
こ
で
隷
臣
と
し
て
の
役
務
に
服
す
こ
と
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
。

371 



372 

思
う
に
、
中
央
で
は
「
宮
」
を
冠
し
た
官
名
が
消
え
、
か
え
っ
て
王
国
に
お
い
て
「
宮
司
空
」
が
残
っ
て
い
る
の
は
、
漢
初
に
は
中
央
に
も
あ

っ
た
「
宮
某
」
な
る
官
府
の
機
能
が
、
宮
廷
組
織
の
接
大
に
伴
っ
て
少
府
系
統
の
官
署
に
分
捨
・
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
が
、
こ

の
貼
は
推
測
の
域
を
出
な
い
。

腐
刑
と
さ
れ
た
者
は
そ
の
後
、
無
期
の
勢
役
刑
に
服
し
た
[
滋
賀
二
O
O
三
、
五
四
O
頁
]
。
労
役
刑
に
刑
期
が
導
入
さ
れ
た
後
に
お
い
て
も

(

日

)

(

川

)

同
様
で
あ
っ
た
ろ
う
。
例
え
ば
李
延
年
は
黄
門
所
属
の
狗
監
で
就
労
し
、
張
賀
は
披
庭
令
、
許
慶
一
漢
は
宜
者
丞
と
さ
れ
た
。
な
る
ほ
ど
、
特
別

な
地
位
と
才
能
を
備
え
て
い
た
者
は
「
刑
徒
」
と
は
呼
び
え
ぬ
地
位
を
獲
得
し
て
お
り
、
中
書
令
と
さ
れ
た
司
馬
遷
な
ど
は
そ
の
最
た
る
者
で

あ
る
。
だ
が
大
半
の
被
刑
者
は
李
延
年
の
よ
う
に
、
後
宮
に
お
い
て
使
役
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
宮
」
が
第
一
に
勢
役
の
場
を
指
す
と
す
れ
ば
、
宮
刑
と
は
正
確
に
は
「
宮
に
お
い
て
役
務
に
服
す
刑
」
で
あ
り
、
『
白
虎
通
』
五
刑
の

「
宮
者
、
女
子
淫
、
執
置
宮
中
、
不
得
出
也
」
、
「
尚
書
刑
穂
放
」
(
『
太
平
御
覧
』
巻
六
四
八
刑
法
部
所
引
)
の
「
宮
者
、
女
子
淫
乱
、
執
置
宮
中
、

6 

不
得
出
。
割
者
、
丈
夫
淫
、
割
其
勢
也
己
」
と
い
っ
た
解
緯
が
む
し
ろ
原
義
に
沿
っ
た
も
の
と
い
え
る
。
狭
義
の
「
宮
」
刑
は
肉
刑
そ
の
も
の

を
指
す
語
で
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
腐
刑
が
受
刑
後
の
宮
中
に
お
け
る
就
役
を
不
可
分
の
要
素
と
し
て
含
ん
で
い
た
た
め
に
、
「
宮
刑
」
の
語

が
内
刑
の
一
つ
で
あ
る
去
勢
刑
を
も
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

前
述
し
た
、
宮
刑
を
第
一
義
的
に
内
刑
の
呼
稽
と
す
る
認
識
は
、
「
書
』
日
刑
の
惇
「
宮
、
淫
刑
也
。
男
子
割
勢
、
女
子
幽
閉
」
に
見
え
る

(
日
)

「
幽
閉
」
刑
す
ら
も
、
賓
は
女
性
器
を
致
つ
刑
で
あ
る
と
す
る
解
穫
に
繋
が
っ
て
い
よ
う
。
だ
が
、
確
か
に
明
清
以
降
に
は
こ
う
し
た
所
説
が

(
日
)

現
れ
る
も
の
の
、
秦
漢
時
代
の
史
料
の
中
で
は
「
幽
閉
」
の
語
が
「
監
禁
」
以
外
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
例
を
検
出
で
き
な
い
。
「
宮
刑
」
の

原
義
が
上
連
の
と
お
り
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
幽
閉
」
を
無
理
に
内
刑
と
解
稗
す
る
必
然
性
は
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
「
幽
閉
」
を
内
刑
の
一
種
と
見
な
そ
う
と
す
る
背
後
に
は
、
姦
淫
罪
を
犯
し
た
女
子
に
内
刑
が
加
え
ら
れ
な
け
れ
ば
、
男
女
の

聞
で
刑
の
不
均
衡
が
生
じ
る
、
と
い
う
懸
念
も
あ
ろ
う
。
だ
が
そ
の
前
に
再
考
す
べ
き
は
、
「
宮
、
淫
刑
也
」
「
男
女
不
以
義
交
者
、
其
刑
宮
」

と
し
て
、
姦
淫
罪
を
犯
し
た
女
性
も
腐
刑
の
封
象
に
な
っ
た
と
主
張
す
る
、
童
日
停
や
向
童
日
大
停
の
安
嘗
性
で
あ
る
。
す
で
に
指
摘
し
た
と
お
り
、



腐
刑
が
姦
淫
罪
一
般
で
は
な
く
、
強
姦
罪
に
限
っ
て
適
用
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
女
性
へ
の
代
替
庭
置
と
し
て
幽
閉
刑
を
想
定
す
る
こ
と
白

瞳
、
賓
は
不
必
要
、
且
つ
不
正
確
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

た
だ
し
二
年
律
令
に
お
い
て
も
、
強
姦
罪
を
犯
す
以
外
に
、

い
ま
一
つ
腐
刑
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
可
能
性
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
同

一
人
が
肉
刑
に
相
官
す
る
罪
を
繰
り
返
し
犯
し
た
場
合
で
あ
る
。

2 

最
も
重
い
内
刑
と
し
て
の
腐
刑

有
罪
昔
時
、
故
時
者
劇
之
、
故
割
者
斬
左
止
(
枇
)
、
斬
左
止
(
肌
肌
)
者
斬
右
止
(
比
三
斬
右
止
(
祉
)
者
府
(
腐
)
之
。
:
:
:
(
二
年
律
令

寸、、寸、、
J

，ノ
F
ノ
¥

韓
刑
に
相
官
す
る
罪
を
犯
し
た
者
が
、
す
で
に
轍
刑
を
加
え
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
割
刑
と
す
る
。
す
で
に
割
刑
と
さ
れ
て
い
る
場
合

る

7 

は
斬
左
祉
刑
と
し
、
す
で
に
斬
左
祉
刑
と
さ
れ
て
い
る
場
合
は
斬
右
祉
刑
と
し
、
す
で
に
斬
右
祉
刑
と
さ
れ
て
い
る
場
合
は
腐
刑
と
す

す
で
に
諒
刑
を
施
さ
れ
た
者
が
、
さ
ら
に
韓
刑
に
首
た
る
罪
を
繰
り
返
し
た
な
ら
ば
、
割
↓
斬
左
祉
↓
斬
右
祉
、
と
内
刑
が
累
加
さ
れ
て
ゆ
き
、

最
後
に
は
腐
刑
が
用
意
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
僚
丈
で
腐
刑
は
最
も
重
い
一
肉
刑
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
女
性
も
罪
を
重
ね
れ
ば
こ
の
刑
に
該
首
す
る

こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
は
、
女
性
に
封
す
る
何
ら
か
の
代
替
措
置
が
必
要
に
な
ろ
う
。

現
今
の
と
こ
ろ
、
代
替
措
置
に
闘
す
る
規
定
は
見
あ
た
ら
な
い
。
だ
が
少
な
く
と
も
、
そ
れ
は
書
停
が
唱
え
る
よ
う
な
幽
閉
(
監
禁
)
刑
で

は
あ
る
ま
い
。
右
の
規
定
で
腐
刑
に
該
嘗
す
る
女
性
は
す
で
に
鮪
刑
に
慮
さ
れ
、
従
っ
て
同
時
に
無
期
労
役
刑
に
も
服
し
て
い
る
筈
で
あ
る
。

そ
れ
を
重
ね
て
監
禁
し
た
と
こ
ろ
で
、
音
、
山
味
は
な
い
。

右
の
候
丈
に
立
ち
返
る
と
、
こ
の
規
定
を
め
ぐ
っ
て
は
留
意
す
べ
き
黙
が
い
く
つ
か
あ
る
。
第
一
に
、
数
種
類
の
内
刑
の
う
ち
、
騎
刑
以
外

373 

の
内
刑
が
初
犯
の
者
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
殆
ど
な
か
っ
た
。
睡
虎
地
秦
律
、
張
家
山
漢
律
令
に
お
い
て
割
刑
(
劇
懸
以
震
域
日
一
)
が
直
ち
に
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適
用
さ
れ
る
の
は
、
「
害
盗
・
別
徴
」
が
五
人
未
満
の
集
圏
で
、
盗
み
を
働
き
、
戚
額
が
六
六

O
銭
以
上
で
あ
っ
た
場
合
(
法
律
答
間
一
よ
一
)
の

み
で
あ
る
。
斬
左
祉
は
、
同
じ
く
「
害
、
盗
・
別
徴
」
が
五
人
以
上
で
、
盗
み
を
働
い
た
場
合
(
斬
左
祉
諒
城
日
一
、
同
前
)
、
人
を
強
略
し
て
妻
に
し

た
者
と
そ
の
需
助
者
(
二
年
律
令
一
九
四
)
、
長
城
を
不
法
に
乗
り
越
え
た
場
合
(
二
年
律
令
四
八
八
)
、

の
三
例
。
ま
た
こ
の
刑
は
、
故
意
に
不

首
な
死
刑
判
決
を
下
し
た
官
吏
に
も
適
用
さ
れ
た
(
二
年
律
令
九
三
)
。
そ
し
て
斬
右
駈
に
到
つ
て
は
、
特
定
の
犯
罪
へ
の
適
用
を
規
定
し
た
僚

丈
が
な
く
、
被
肉
刑
者
が
犯
罪
を
繰
り
返
し
た
場
合
に
の
み
生
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
こ
れ
ら
内
刑
は
、
法
定
刑
と
し
て
存
在
し
て
は

い
た
も
の
の
、
直
ち
に
そ
れ
が
適
用
さ
れ
る
犯
罪
は
極
め
て
少
な
く
、
む
し
ろ
、
時
刑
よ
り
重
く
、
死
刑
よ
り
軽
い
刑
罰
が
必
要
と
な
っ
た
場

合
に
備
え
て
、
特
別
に
準
備
さ
れ
て
い
た
側
面
が
強
い
。

第
二
に
、
斬
祉
刑
も
女
性
に
は
適
用
さ
れ
ず
、
勲
刑
に
換
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
つ
一
年
律
令
八
八
1
八
九
、
前
掲
)
0

た
だ
し
再
犯
に

よ
っ
て
女
性
が
斬
祉
刑
に
相
首
す
る
場
合
、
彼
女
に
は
す
で
に
鞍
刑
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
も
何
ら
か
の
代
替
刑
が
必
要
に
な
る
。

第
三
に
、
右
の
候
丈
で
は
確
か
に
腐
刑
が
最
も
重
い
↓
肉
刑
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、

二
年
律
令
に
お
い
て
は
、
時
と
し
て
そ
れ
と
は
異
な
る

8 

瞳
如
何
な
る
措
置
が
取
ら
れ
た
の
か
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
現
有
の
法
律
候
丈
中
に
は
規
定
が
見
あ
た
ら
な
い
。

位
置
づ
け
が
腐
刑
に
輿
え
ら
れ
て
い
る
。

図
鬼
薪
白
祭
及
府
(
腐
)
罪
耐
馬
隷
臣
妾
、
耐
矯
隷
臣
妾
罪
(
二
年
律
令
二
一
八
)

:
:
鬼
薪
白
祭
、
及
び
腐
刑
は
耐
隷
臣
妾
と
し
、
耐
隷
臣
妾
は
:
:
:

こ
れ
は
白
首
な
ど
に
よ
り
刑
が
一
等
減
じ
ら
れ
る
場
合
、
具
睦
的
に
は
ど
の
刑
が
適
用
さ
れ
た
の
か
を
規
定
し
た
候
丈
の
一
部
で
あ
る
。
こ
こ(

口
)

で
腐
刑
は
鬼
薪
白
祭
と
並
ん
で
現
れ
、
そ
れ
が
一
等
減
じ
ら
れ
た
な
ら
ば
、
他
の
肉
刑
や
城
旦
刑
を
飛
び
越
し
て
、
耐
隷
臣
妾
と
さ
れ
て
い
る
。

内
刑
の
最
高
刑
と
い
う
位
置
づ
け
で
は
、
必
ず
し
も
な
い
。
同
様
の
こ
と
は
次
の
候
丈
か
ら
も
窺
え
る
。

罪
人
完
城
日
了
鬼
薪
以
上
、
及
坐
好
府
(
腐
)
者
、
皆
牧
其
妻
、
子
、
財
、
田
宅
。
:
:
:
(
二
年
律
令
一
七
四
)

完
城
日
了
鬼
薪
以
上
の
刑
に
首
た
る
者
、
及
び
姦
淫
罪
で
腐
刑
と
さ
れ
る
者
は
、

い
ず
れ
も
そ
の
妻
子
・
財
産
・
回
宅
を
浸
牧
す
る
。



こ
こ
で
は
男
性
へ
の
刑
罰
が
特
に
列
記
さ
れ
て
お
り
、
「
完
城
日
一
・
鬼
薪
以
上
」
と
し
て
括
ら
れ
る
一
群
の
刑
罰
に
は
例
え
ば
鞍
城
旦
な
ど
も

含
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
し
た
範
障
に
は
属
さ
な
い
も
の
と
し
て
、
腐
刑
は
別
に
畢
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
現
象
は
、
腐
刑
を
内

刑
の
最
高
刑
と
す
る
認
識
が
、
必
ず
し
も
法
文
に
お
い
て
一
貫
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

以
上
三
酷
か
ら
推
測
す
る
に
、
最
も
重
い
肉
刑
と
い
う
腐
刑
の
位
置
づ
け
は
、
首
初
か
ら
腐
刑
に
輿
え
ら
れ
て
い
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。

難
刑
よ
り
重
く
、
死
刑
よ
り
軽
い
刑
罰
が
必
要
と
さ
れ
る
場
合
に
、
幾
つ
か
の
内
刑
が
段
階
的
に
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
段
階
づ
け

の
な
か
で
、
強
姦
罪
に
適
用
さ
れ
る
も
の
と
し
て
い
わ
ば
濁
立
し
て
存
在
し
て
い
た
腐
刑
が
、
他
の
肉
刑
と
比
較
さ
れ
、
最
も
重
い
内
刑
と
し

(
時
)

て
位
置
づ
け
ら
れ
た
、
と
い
う
経
緯
が
想
定
さ
れ
る
。
第
二
、
第
三
の
問
題
酷
は
、
こ
う
し
た
新
た
な
位
置
づ
け
を
、
二
年
律
令
と
い
う
前
漢

最
初
期
の
法
文
集
白
瞳
が
、
依
然
と
し
て
消
化
で
き
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
女
性
が
犯
罪
を
繰
り
返
し
て
斬
祉
刑
や
腐
刑
に

相
首
し
た
場
合
の
措
置
も
、
例
え
ば
答
刑
や
財
産
刑
に
よ
る
代
替
が
想
像
さ
れ
る
一
方
で
、
そ
れ
に
封
磨
す
る
措
置
が
未
だ
法
丈
に
明
記
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
可
能
性
す
ら
排
除
で
き
な
い
。

9 

3 

腐
刑
の
廃
止
と
復
活

前
節
で
指
摘
し
た
不
整
合
が
、
如
何
に
し
て
解
消
さ
れ
た
の
か
は
定
か
で
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
腐
刑
白
瞳
が
丈
帝
の
治
世
に
至
っ
て
一
時

廃
止
さ
れ
た
。

孝
文
皇
帝
臨
天
下
、
:
:
:
除
宮
刑
、
出
美
人
、
重
絶
人
之
世
也
。
(
『
漢
書
』
景
帝
紀
)

孝
丈
皇
帝

天
下
に
臨
み
、
:
:
:
宮
刑
を
除
き
、
美
人
を
出
だ
す
は
、
人
の
世
を
絶
つ
を
重
か
れ
ば
な
り
。

375 

こ
の
改
制
が
文
帝
の
治
世
中
、
何
時
行
わ
れ
た
の
か
は
明
記
さ
れ
な
い
。
『
史
記
」
孝
丈
本
紀
や
『
漢
書
」
刑
法
志
の
内
刑
廃
止
の
く
だ
り
に

(

刊

日

)

は
「
今
法
有
内
刑
二
一
」
と
あ
り
、
注
担
伴
家
は
こ
れ
を
諒
・
割
・
斬
祉
の
一
一
一
種
と
し
、
腐
刑
は
こ
の
と
き
麿
止
さ
れ
な
か
っ
た
と
す
る
。
こ
こ
か
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ら
も
内
刑
中
に
お
け
る
腐
刑
の
特
殊
な
位
置
が
窺
え
る
。
ま
た
、
右
の

『
漢
書
」
景
帝
紀
で
は
、
腐
刑
の
廃
止
が
「
出
美
人
」
と
釘
に
な
っ
て

現
れ
る
。
腐
刑
の
廃
止
は
他
の
↓
肉
刑
と
は
動
機
を
も
異
に
し
、
女
性
も
含
め
て
、
宮
中
に
配
属
さ
れ
て
い
る
人
員
の
削
減
・
解
放
と
い
う
観
貼

か
ら
、
む
し
ろ
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
可
能
性
も
残
る
。

こ
の
と
き
の
腐
刑
麿
止
は
、
あ
る
面
で
は
徹
底
さ
れ
た
。
懸
泉
置
出
土
簡
に
は
、

彊
輿
人
好
者
、
及
諸
有
告
劾
言
辞
一
訟
、
治
者
輿
好
、
比
自
覚
以
矯
城
日
一
。
其
以
故
柾
法
及
吏
好
駕
罪
一
等
。
ロ
ロ
:
:
:
(
H
O
一

① 

B
・
五
四

粋
七
(
甘
粛
省
文
物
考
古
研
究
所
二
0
0
0
の
第
七
筒
、
以
下
同
様
に
標
記
す
る
)
、
注
三
所
引
)

強
姦
し
た
者
、
お
よ
び
告
劾
を
う
け
係
争
中
で
あ
る
と
き
に
、
取
り
調
べ
る
者
が
こ
れ
と
姦
淫
し
た
な
ら
ば
、

い
ず
れ
も
完
城
旦
と
す

る
。
そ
の
た
め
に
法
を
柾
げ
た
り
、
更
で
あ
り
な
が
ら
姦
淫
し
た
な
ら
ば
、
罪
を
一
等
加
重
す
る
。
:
:
:

と
あ
り
、
強
姦
罪
へ
の
科
罰
は
腐
刑
か
ら
党
城
旦
刑
へ
と
改
め
ら
れ
た
。
沈
家
本
「
歴
代
刑
法
分
考
』
は
「
漢
の
宮
刑
童
く
は
淫
を
以
て
せ

一
つ
と
し
て
な
い
。

10 

ず
」
と
総
括
す
る
(
巻
六
「
宮
」
)
が
、
管
見
の
か
ぎ
り
、
姦
淫
罪
に
属
す
で
あ
ろ
う
行
矯
に
釘
し
て
、
丈
帝
以
降
に
腐
刑
が
適
用
さ
れ
た
例
は

一
方
、
あ
る
面
で
は
腐
刑
は
早
々
に
復
活
す
る
。

死
罪
欲
腐
者
、
許
之
o

(

『
漢
書
』
景
帝
紀
)

(
景
帝
中
四
年
(
前
一
四
六
)
)
死
罪
の
腐
を
欲
す
る
者
は
、
こ
れ
を
許
す
。

こ
こ
で
腐
刑
は
死
刑
の
代
替
刑
と
し
て
復
活
し
、
以
後
、
著
名
な
司
馬
遷
の
例
を
始
め
、
い
く
つ
か
の
事
例
で
腐
刑
が
適
用
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
景
帝
の
詔
は
恒
久
的
な
措
置
を
定
め
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
に
よ
り
、
望
み
さ
え
す
れ
は
常
に
死
刑
が
腐
刑
に
換
え
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
例
え
ば
張
安
世
の
兄
、
張
賀
が
衛
太
子
に
連
座
し
て
諒
さ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
、
特
に
腐
刑
で
済
ま
さ
れ
た
の
は
、
安

(
剖
)

世
が
賀
の
た
め
に
上
書
し
た
こ
と
に
因
る
。
景
帝
中
四
年
の
記
事
は
、
そ
れ
に
先
行
す
る
「
徒
の
陽
陵
に
作
す
る
者
を
赦
す
」
と
い
う
庭
置
と

も
関
連
す
る
、

一
時
的
な
恩
赦
の
一
環
で
あ
り
、
且
つ
そ
れ
を
「
欲
し
た
」
者
に
限
っ
て
換
刑
が
許
さ
れ
た
と
い
う
以
上
、
す
べ
て
の
死
刑
囚



が
自
動
的
に
腐
刑
に
嘗
て
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
贋
範
に
、

か
つ
自
動
的
に
死
刑
を
腐
刑
に
換
え
る
措
置
は
、
後
漢
光
武
帝
期
ま
で
は
現
れ

ず
、
従
っ
て
そ
れ
以
前
に
は
、
女
性
が
腐
刑
に
該
嘗
す
る
場
合
を
想
定
す
る
必
要
性
は
、
依
然
と
し
て
大
き
く
な
か
っ
た
。

さ
ら
に
留
意
す
べ
き
は
、
腐
刑
が
死
刑
よ
り
「
一
等
軽
い
」
刑
罰
と
は
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
前
漢
に
お
い
て
死
刑
が
一

(
紅
)

等
減
じ
ら
れ
る
場
合
、
通
常
は
覧
錯
城
旦
春
刑
が
用
い
ら
れ
る
。
死
刑
が
腐
刑
に
換
え
ら
れ
る
場
合
、
そ
れ
が
死
刑
を
「
一
等
減
じ
た
」
も
の

だ
と
表
現
さ
れ
た
事
例
は
、
前
・
後
漢
を
通
じ
て
見
ら
れ
な
い
。

二
年
律
令
に
お
い
て
死
刑
よ
り
一
等
軽
い
刑
は
諒
城
旦
春
で
あ
る
(
一
二
七
筒
)
。
丈
帝
の
内
刑
廃
止
に
よ
り
、
こ
の
刑
は
覧
釦
城
旦
春
に
置

き
換
え
ら
れ
た
。
党
釦
城
旦
春
、
す
な
わ
ち
警
を
切
り
、
柳
を
は
め
た
う
え
で
の
五
年
間
の
勢
役
刑
が
、
死
刑
よ
り
一
等
軽
い
も
の
と
さ
れ
る

の
は
、
↓
肉
刑
廃
止
以
前
の
序
列
を
継
承
し
た
結
果
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
死
刑
と
そ
れ
以
下
の
刑
と
の
聞
に
大
き
な
隔
た
り
が
生
じ
た
。
死
刑

か
、
さ
も
な
く
ば
五
年
間
の
労
役
刑
か
、
と
い
う
極
端
な
二
者
捧
一
を
調
整
す
る
試
み
が
し
ば
し
ば
繰
り
、
返
さ
れ
、
貌
の
明
帝
の
時
や
、
菅
の

(
包
)

武
帝
・
東
音
の
元
帝
期
に
行
わ
れ
た
内
刑
復
活
の
議
論
も
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
。

11 

前
漢
時
代
に
は
、
景
帝
の
時
に
こ
う
し
た
調
整
が
試
み
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
景
帝
元
年
(
前
一
五
六
)
と
中
六
年
(
前
一
四
四
)
に
行
わ
れ
た

(
お
)

答
刑
の
軽
減
で
あ
る
。
苔
刑
は
↓
肉
刑
麿
止
以
前
の
劇
刑
や
斬
祉
刑
が
置
き
換
え
ら
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
ら
の
内
刑
が
具
瞳
的
な
犯
罪
へ
の
刑
と

し
て
で
は
な
く
、
累
犯
者
へ
の
刑
と
し
て
設
置
さ
れ
て
い
た
側
面
が
あ
る
こ
と
は
技
連
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
苔
刑
に
よ
り
死
に
至
る
者
が
多

す
ぎ
る
故
に
行
わ
れ
た
と
い
う
仙
台
刑
軽
減
は
、
丈
帝
十
三
年
以
降
、
勢
役
刑
と
死
刑
と
の
聞
に
唯
一
置
か
れ
て
い
た
要
素
を
有
放
に
機
能
さ
せ

よ
う
と
し
た
措
置
と
理
解
で
き
る
。
景
帝
中
四
年
に
お
け
る
腐
刑
の
復
活
も
、
こ
れ
と
同
じ
丈
脈
の
な
か
で
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

や
が
て
後
漢
に
到
る
と
、
恩
赦
に
よ
り
死
刑
が
一
括
し
て
腐
刑
に
換
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

各
十
月
発
酉
、
詔
死
罪
繋
囚
皆
一
切
募
下
葺
室
、
其
女
子
宮
。
(
『
後
漢
書
』
光
武
帝
紀
ド
)

(
建
武
二
十
八
年
(
五
一
)
)
冬
十
月
英
国
、
詔
し
て
死
罪
の
繋
囚
は
皆
な
一
切
募
り
て
輩
室
に
下
し
、
其
の
女
子
は
宮
す
。

377 

同
様
の
措
置
が
明
帝
(
永
平
八
)
・
章
帝
(
建
初
七
、
元
和
元
、
章
和
元
)
・
和
帝
(
永
元
八
)
の
時
に
も
行
わ
れ
、
明
帝
期
以
降
は
、
死
刑
囚
の
罪
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一
等
を
減
じ
て
遺
境
防
備
に
迭
り
、
大
逆
不
遁
に
よ
り
「
殊
死
」
に
嘗
た
る
特
別
な
死
刑
囚
は
「
下
輩
室
」
、
す
な
わ
ち
腐
刑
と
さ
れ
、
女
子

(
叫
)

で
あ
れ
ば
「
宮
」
と
す
る
形
式
に
落
ち
着
く
。

こ
う
し
て
、
少
な
か
ら
ぬ
死
刑
囚
が
自
動
的
に
腐
刑
に
換
刑
さ
れ
る
事
態
が
生
じ
た
も
の
の
、
女
性
に
封
す
る
扱
い
は
別
に
規
定
さ
れ
た
。

こ
こ
に
来
て
、
男
性
な
ら
ば
腐
刑
に
該
首
す
る
と
き
、
女
性
を
如
何
に
扱
う
べ
き
か
が
は
っ
き
り
と
意
識
さ
れ
、
そ
の
た
め
の
代
替
措
置
が
明

言
さ
れ
た
。
腐
刑
と
さ
れ
た
男
性
が
、
元
の
姿
を
生
涯
取
り
戻
せ
な
い
以
上
、
「
宮
」
に
お
い
て
終
身
の
労
役
に
就
い
た
の
と
同
様
に
、
女
性

も
、
身
瞳
は
段
損
さ
れ
な
い
も
の
の
、
終
身
そ
こ
に
隔
離
さ
れ
て
労
役
に
就
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
す
べ
て
の
勢
役
刑
が
有
期
化
し
て
い
た

後
漢
に
お
い
て
は
、
終
身
隔
離
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
女
性
に
封
し
で
も
相
麿
の
刑
を
用
意
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
よ
う
。

4 

刑
罰
瞳
系
の
整
序
と
腐
刑
の
位
置
づ
け

腐
刑
は
一
冗
来
、
強
姦
罪
へ
の
科
罰
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
も
の
の
、

や
が
て
そ
こ
に
二
つ
の
壁
化
が
生
じ
た
。

一
つ
は
腐
刑
が
強
姦
罪
を
離

12 

れ
て
、
累
犯
者
に
加
え
ら
れ
る
↓
肉
刑
の
、
最
も
重
い
も
の
と
さ
れ
た
こ
と
、
も
う
一
つ
が
腐
刑
の
廃
止
と
労
役
刑
の
有
期
化
で
あ
る
。
前
者
に

よ
り
、
女
性
が
腐
刑
に
該
賞
す
る
可
能
性
が
生
じ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
二
年
律
令
の
段
階
で
は
、
こ
の
新
た
な
事
態
に
法
が
十
分
に
封
廃
し
て

い
る
と
は
い
え
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
第
二
の
繁
化
に
よ
っ
て
腐
刑
は
消
滅
し
、
無
期
刑
も
姿
を
泊
す
。
強
姦
罪
に
も
有
期
勢
役
刑
が
科
せ
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

一
方
、
最
も
重
い
一
肉
刑
と
し
て
の
腐
刑
は
や
が
て
復
活
し
、
法
定
刑
と
は
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
死
刑
の
代

替
刑
と
し
て
時
宜
に
麿
じ
て
用
い
ら
れ
た
。
後
漢
前
半
期
に
、
こ
の
措
置
が
唐
く
死
刑
囚
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
結
果
、
腐
刑
と
不
可

分
の
闘
係
に
あ
っ
た
、
「
宮
」
に
お
け
る
終
身
の
労
役
刑
が
女
性
に
封
し
て
は
用
い
ら
れ
た
|
|
前
節
ま
で
に
述
べ
た
、
秦
よ
り
後
漢
前
中
十
期

に
到
る
ま
で
の
腐
刑
の
歴
史
は
以
上
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

腐
刑
が
元
来
は
強
姦
罪
に
封
す
る
刑
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
腐
刑
と
同
等
の
、
女
性
へ
の
代
替
措
置
を
設
け
る
必
要
が
生
じ
た
の
は
、

犯
罪
内
容
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
腐
刑
を
そ
れ
か
ら
切
り
離
し
、
他
の
肉
刑
と
の
軽
重
関
係
を
勘
案
し
て
、
そ
れ
を
刑
罰
瞳
系
の
中
に
位
置



づ
け
よ
う
と
し
た
こ
と
に
因
る
。

犯
罪
と
刑
罰
と
の
聞
の
均
衡
を
保
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
犯
罪
に
相
磨
の
刑
罰
を
準
備
す
る
た
め
に
は
、
刑
罰
の
軽
重
闘
係
が
明
確
に
整
序
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
た
と
え
前
例
の
な
い
犯
罪
が
生
じ
て
も
、
就
に
科
罰
が
定
ま
っ
て
い
る
犯
罪
と
そ
れ
と
を
比
較
し
、
そ
の
軽
重
を

判
断
す
れ
ば
、
科
す
べ
き
刑
罰
も
お
の
ず
と
定
ま
る
か
ら
で
あ
る
。
張
家
山
漢
筒
「
奏
議
書
」
に
は
、
以
下
の
一
文
が
あ
る
。

数
人
不
孝
、
次
不
孝
之
律
。
不
孝
者
棄
市
。
棄
市
之
次
、
暗
部
篇
城
旦
春
。
(
奏
議
書
一
八
一

l
一
句
八
二
)

教
唆
に
よ
っ
て
人
を
不
孝
な
ら
し
め
れ
ば
、
不
孝
の
律
を
一
位
一
寸
減
じ
る
。
不
孝
な
る
者
は
棄
市
。
棄
市
を
一
等
減
ず
れ
ば
、
時
城
旦
春
。

こ
れ
は
裁
判
記
録
目
頭
の
、
案
件
に
関
連
す
る
律
丈
を
列
翠
し
た
部
分
に
現
れ
る
。
だ
が
罪
と
罰
、
そ
れ
ぞ
れ
の
軽
重
を
一
つ
一
つ
確
か
め
て

い
く
展
開
は
、
法
丈
と
し
て
ぎ
こ
ち
な
い
。
同
じ
こ
と
を
二
年
律
令
は
、

数
人
不
孝
、
韓
潟
城
旦
春
。
(
二
年
律
令
三
六
l
三
七
)

と
簡
潔
に
遮
べ
る
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
が
律
丈
で
あ
っ
た
か
否
か
は
別
に
し
て
、
奏
議
室
田
の
一
丈
は
、

二
年
律
令
に
見
え
る
科
罰
が
定
ま
る
に

13 

数
唆
に
よ
っ
て
人
を
不
孝
な
ら
し
め
れ
ば
、
韓
城
旦
春
。

至
っ
た
過
程
を
窺
わ
せ
よ
う
。
そ
の
過
程
に
お
い
て
肝
要
で
あ
っ
た
の
は
、
棄
市
刑
よ
り
一
等
軽
い
刑
が
鯨
城
旦
春
と
定
ま
っ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。二

年
律
令
に
は
、
特
定
の
刑
罰
を
一
等
減
じ
た
な
ら
ば
ど
の
刑
罰
に
な
る
の
か
に
つ
い
て
の
、
ま
と
ま
っ
た
規
定
が
現
れ
て
い
る
(
一
二
七

1
一
一
一
一
一
筒
)
。
目
頭
の
み
を
奉
げ
よ
う
。

告
不
審
及
有
罪
先
白
告
、
各
減
其
罪
一
等
、
死
罪
時
矯
城
旦
春
、
城
旦
春
罪
完
情
城
旦
春
、
:
:
:
(
二
年
律
令
二
一
七
)

告
護
が
不
正
確
で
あ
っ
た
り
、
罪
を
犯
し
て
自
首
し
た
と
き
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
元
の
罪
を
一
等
減
じ
、
死
罪
は
諒
城
旦
春
と
し
、
城
旦

春
罪
は
完
矯
城
旦
春
と
し
、

379 

右
の
候
丈
で
示
さ
れ
る
軽
重
闘
係
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
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①
死
罪
時
城
旦
春
完
域
旦
春
:
:
:

鬼
薪
白
楽
|
耐
隷
臣
妾
|
耐
司
冠

腐

遷

蹟
耐
罰
金
四
雨

韓
顔
頼

②
購
死
|
蹟
城
旦
春
|
瞳
斬
|
瞳
撤
|
購
耐
|
・
・
:
:
(
蹟
遷
)
罰
金
四
雨
二
雨
一
雨

一
斤
八
雨
)
(
一
斤
八
-
府
)
(
斤
四
雨
)
(
一
斤
)
(
十
二
雨
)

八
雨
)

あ
た
か
も
一
貫
し
た
序
列
が
完
備
し
、
各
種
刑
罰
の
軽
重
が
直
線
的
に
整
序
さ
れ
て
い
た
か
の
如
く
で
あ
る
。
だ
が
罰
金
刑
の
序
列
(
②
)
が

理
解
し
や
す
い
の
に
封
し
て
、
死
刑
↓
内
刑
十
労
役
刑
↓
財
産
刑
、
と
逓
減
し
て
ゆ
く
序
列
(
①
)
は
、
簡
の
断
裂
も
あ
っ
て
理
解
し
に
く
い

な
く
瞳
耐
(
金
十
二
雨
)
と
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
が
一
等
減
じ
ら
れ
る
と
、
暗
闇
、
蓮
(
金
八
雨
)
を
通
り
越
し
て
罰
金
四
雨
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

14 

部
分
を
含
む
。
例
え
ば
、
無
期
労
役
刑
で
あ
る
耐
司
冠
が
一
等
減
じ
ら
れ
る
と
、
財
産
刑
が
適
用
さ
れ
る
の
は
と
も
か
く
、
暗
闇
死
や
贈
賄
で
は

腐
刑
・
鞍
刑
以
外
の
内
刑
は
こ
こ
に
は
登
場
し
な
い
。
腐
刑
も
含
め
て
、
斬
祉
刑
・
割
刑
が
刑
罰
瞳
系
中
に
占
め
る
特
殊
な
位
置
を
、
こ
の
候

丈
も
示
し
て
い
よ
う
。

こ
う
し
た
問
題
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
右
に
奉
げ
た
「
減
其
罪
一
等
」
の
軽
重
闘
係
が
、
細
部
ま
で
合
理
的
に
整
序
さ
れ
、
吟
味
を
経
て
、

す
で
に
大
前
提
と
し
て
定
着
し
て
い
た
も
の
で
は
な
く
、
部
分
的
に
は
定
着
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
軽
重
関
係
を
元
に
、
暫
定
的
に
組
み
上
げ
ら

れ
た
に
過
、
ぎ
な
い
可
能
性
を
示
唆
す
る
。
こ
れ
が
一
個
の
濁
立
し
た
規
定
と
し
て
で
は
な
く
、
「
告
不
審
及
有
罪
先
白
告
」
に
閲
す
る
候
文
に

附
記
さ
れ
て
現
れ
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
傍
誼
し
て
い
よ
う
。
秦
律
に
、
遡
る
と
、
そ
こ
に
は
「
減
罪
一
等
」
の
語
が
一
例
見
え
る
も
の
の
、
そ
れ

(
お
)

は
数
段
階
の
罪
と
、
そ
れ
に
封
麿
す
る
刑
罰
と
を
列
撃
し
た
う
え
で
現
れ
て
お
り
、
包
括
的
な
刑
罰
の
軽
重
闘
係
が
確
立
し
、
刑
を
加
減
す
る

際
の
前
提
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
史
料
自
睦
が
、
現
今
の
と
こ
ろ
存
在
し
な
い
。



(
幻
)

数
種
類
の
内
刑
聞
の
序
列
も
同
様
で
あ
っ
た
ろ
う
。
斬
左
祉
|
割
|
黙
と
い
う
序
列
は
す
で
に
睡
虎
地
秦
簡
に
見
え
、
部
分
的
に
は
各
内
刑

(
お
)

の
軽
重
は
定
着
し
て
お
り
、
全
瞳
的
な
共
通
認
識
も
存
在
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
そ
う
し
た
認
識
を
明
文
化
し
、
か
つ
腐
刑
も
含
め
て
、

累
犯
者
へ
の
刑
罰
と
し
て
活
用
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
腐
刑
は
い
わ
ば
、
多
様
な
犯
罪
に
封
慮
す
る
う
え
で
の
一
選
揮
肢
と
し
て
普
遍
化
し
て

し
ま
い
、
女
性
へ
の
代
替
措
置
を
別
に
講
じ
る
必
要
が
生
じ
て
く
る
。
腐
刑
の
存
在
が
も
た
ら
す
幾
つ
か
の
不
整
合
は
、
こ
う
し
た
刑
罰
盟
系

の
形
成
過
程
の
な
か
で
生
み
出
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

腐
刑
に
か
ん
す
る
検
討
は
こ
こ
ま
で
と
し
、
績
い
て
戊
遺
刑
の
考
詮
に
移
ろ
う
。

信
用
二
土
早

成

遺

リ
H
H川
」
'

立
川

秦
漢
律
中
の
成
遺

15 

秦
漢
時
代
に
存
在
し
た
倍
役
労
働
の
う
ち
、
遺
成
は
特
別
な
位
置
を
占
め
た
。

邦
中
之
蔀
(
径
)
及
公
事
官
(
館
)
舎
、
其
毘
(
仮
)
公
、
毘
(
仮
)
而
有
死
亡
者
、
亦
令
其
徒
・
舎
人
任
其
毘
(
仮
)
、
如
従
興
成
然
。

工
律

(
秦
律
十
人
種
一

O
一)

邦
中
の
福
や
館
舎
で
の
公
の
役
務
に
従
事
し
て
い
て
、
官
有
物
を
借
り
て
い
な
が
ら
死
亡
し
た
者
が
い
た
な
ら
ば
、
こ
れ
も
ま
た
徒
や

舎
人
に
そ
の
借
用
品
の
管
理
に
責
任
を
持
た
せ
る
こ
と
、
興
成
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。

工
律

こ
こ
で
は
「
邦
中
の
倍
」
の
際
に
借
用
し
た
官
有
品
の
管
理
法
が
、
「
興
成
」
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
と
さ
れ
、
「
邦
中
の
福
」
が
「
成
」
と
は

匝
別
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
「
戊
」
は
「
外
倍
」
と
も
呼
ば
れ
(
『
史
記
』
平
準
書
集
解
引
『
漢
書
音
義
』
)
、
従
っ
て
「
揺
」
は
「
邦
中
の
倍
」

381 

と
「
外
信
H

成
」
と
に
二
分
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

「
中
」
「
外
」
が
指
す
中
身
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
、
例
え
ば
渡
遺
二

O
O
一
は
郡
の
内
外
の
謂
と
す
る
。
だ
が
睡
虎
地
秦
律
に
お
い
て
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(

刊

日

)

「
邦
」
は
、
「
臣
邦
」
「
官
邦
」
「
邦
亡
」
と
い
っ
た
語
が
示
す
と
お
り
、
領
域
園
家
を
指
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
が
多
い
。
「
邦
中
の
佳
」
と
匝

別
さ
れ
る
「
外
揺
」
と
し
て
の
成
と
は
、
領
域
外
、
あ
る
い
は
領
域
の
縁
遠
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
軍
事
遠
征
や
境
域
防
備
の

(
初
)

役
務
に
就
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

秦
l
漢
初
の
佳
役
負
捨
を
め
ぐ
っ
て
は
、
男
女
と
も
に
そ
れ
を
負
っ
た
と
見
る
論
者
と
、
男
子
の
み
で
あ
っ
た
と
す
る
論
者
と
で
見
解
が
分

(
は
)

か
れ
て
い
る
。
だ
が
少
な
く
と
も
達
成
に
闘
し
て
い
え
ば
、
そ
の
捨
い
手
は
男
性
に
限
ら
れ
た
。
二
年
律
令
三
九
八
簡
は
成
遺
該
嘗
者
の
逃
亡

等
に
か
ん
す
る
規
定
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
科
罰
と
し
て
「
耐
矯
隷
臣
」
「
完
潟
城
旦
」
、
す
な
わ
ち
男
性
へ
向
け
ら
れ
た
刑
罰
の
み
が
畢
げ
ら

(
犯
)

れ
て
お
り
、
成
に
該
首
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
の
は
男
性
の
み
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

徴
愛
さ
れ
た
者
は
牒
音
土
人
・
牒
尉
・
士
吏
な
ど
に
引
率
さ
れ
、
集
合
場
所
、
あ
る
い
は
成
遣
の
場
に
赴
い
た
。

-
成
律
日
、
同
居
母
井
行
、
際
音
夫
、
尉
及
士
吏
行
成
不
以
律
、
賀
二
甲
。
(
秦
律
雑
抄
三
九
)

16 

-
成
律
に
「
同
居
の
者
は
同
時
に
抵
遣
さ
れ
な
い
。
師
脚
本
盲
夫
、
尉
及
び
士
吏
が
律
に
従
っ
て
成
を
祇
遣
し
な
い
な
ら
ば
、
賞
二
甲
」
と
。

(

明

日

)

成
卒
た
ち
は
「
屯
」
と
呼
ば
れ
る
車
位
ご
と
に
組
織
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
屯
長
」
が
置
か
れ
た
。
ま
た
右
の
成
律
は
、
二
人
以
上
の
「
同

居
」
を
同
時
に
成
卒
と
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
お
り
、
戸
を
車
位
に
し
て
、
そ
こ
か
ら
一
名
が
成
に
嘗
て
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

秦
代
の
成
役
の
期
聞
は
一
年
と
さ
れ
る
。
「
漢
書
』
昭
帝
紀
如
淳
注
や
「
後
漢
書
』
注
所
引
「
前
書
音
義
」
が
述
べ
る
と
こ
ろ
に
擦
れ
ば
、

天
下
の
人
は
い
ず
れ
も
一
一
一
日
間
成
遣
に
就
か
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
賓
際
に
は
一
度
成
遣
に
赴
く
と
そ
れ
は
一
年
間
績
き
、
且
っ
そ
う
し
た
制
度

(
泊
)

は
秦
よ
り
漢
に
継
承
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
『
漢
書
』
食
貨
志
に
引
か
れ
た
董
仲
箭
の
言
に
も
「
屯
成
一
歳
」
と
あ
る
。
こ
の
貼
を
誼

明
す
る
同
時
代
史
料
は
、
賓
の
と
こ
ろ
存
在
し
な
い
。
だ
が
秦
律
雑
抄
に
は
、

:
・
・
駕
賜
除
四
歳
、
不
能
駕
御
、
賞
殺
者
一
盾
、
克
、
賞
(
償
)
四
歳
蔀
(
径
)
成
。
除
吏
律
。
(
秦
律
雑
抄
三
)

:
-
駕
騒
が
任
命
さ
れ
て
四
年
に
な
る
の
に
、
駕
御
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
指
導
し
た
者
を
賀
一
盾
と
し
て
罷
克
し
、
四
年

分
の
倍
成
を
償
わ
せ
る
。
除
吏
律
。



と
あ
り
、
服
す
べ
き
「
揺
成
」
の
日
数
が
年
を
車
位
に
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
[
重
近
一
九
九
九
]
。
ま
た

「
尉
僚
子
』
兵
令
下
に
、

兵
成
遺
一
歳
、
途
亡
不
候
代
者
、
法
比
亡
軍
。
父
母
妻
子
知
之
、
同
罪
。
不
知
、
赦
之
。

丘

成
遣
す
る
こ
と
一
歳
な
る
も
、
遂
に
亡
、
げ
て
代
る
者
を
候
た
ざ
れ
ば
、
法
は
亡
軍
に
比
す
。
父
母
妻
子
こ
れ
を
知
ら
ば
、
罪
を
同

じ
う
す
。
知
ら
ざ
れ
ば
、
こ
れ
を
赦
す
。

と
あ
り
、

一
年
間
成
遣
に
就
け
ば
、
ま
も
な
く
交
代
要
員
が
来
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
次
の
秦
律
雑
抄
は
成
卒
に
閲
す
る
規
定
で
あ
る
こ
と
を
明

言
し
な
い
が
、
召
募
さ
れ
た
者
が
交
代
す
る
際
、
「
致
」
(
詮
明
書
、
あ
る
い
は
通
行
詮
)
が
護
行
さ
れ
、
偏
っ
て
任
期
完
了
前
に
持
ち
場
を
離
れ

る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
制
度
が
整
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

冗
募
田
町
、
鮮
日
日
巳
備
、
致
未
来
、
不
如
辞
、
賞
日
四
月
居
達
。
:
:
:
(
秦
律
雑
抄
三
五
)

徴
募
さ
れ
た
者
が
踊
還
す
る
際
、
「
す
で
に
勤
務
す
べ
き
日
数
を
満
了
し
た
」
と
述
べ
た
が
、
誼
明
書
が
届
か
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は

そ
の
言
葉
の
と
お
り
で
は
な
か
っ
た
な
ら
ば
、

一
日
ご
と
に
遺
境
防
備
四
ヶ
月
分
の
賞
刑
を
科
す
。

17 

成
遺
刑
は
「
成
l
歳
」
「
成
遺
l
歳
」
或
い
は
「
以
卒
成
遺
l
歳
」
と
表
現
さ
れ
る
。
出
土
史
料
に
は
「
成
一
歳
」
刑
と
「
成
二
歳
」
刑
の

二
種
が
現
れ
、
「
爵
成
四
歳
:
:
:
以
上
」
(
二
年
律
令
九
六
)
、
「
成
不
盈
四
歳
」
(
同
九
六
1

九
七
)
と
い
っ
た
表
現
も
見
え
る
。
典
籍
史
料
に
は

一
定
期
間
ご
と
に
戊
卒
を
入
れ
換
え
、
そ
れ
に
関
連
す
る
不
正
を
監
嗣
す
る
制
度
が
整
え
ら
れ
て
い

て
こ
そ
、
年
限
を
明
示
し
た
罰
勢
働
と
し
て
の
成
遺
刑
も
固
滑
に
機
能
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

「
成
三
歳
」
刑
も
現
れ
る
(
『
尉
綾
子
』
)

0

成
遺
刑
が
成
達
制
度
の
一
環
と
し
て
維
持
さ
れ
、
か
つ
成
役
負
権
者
が
男
性
の
み
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
刑
が
女
性
に
も
適
用
さ
れ
た

と
は
考
え
に
く
い
。
そ
う
し
た
刑
罰
が
如
何
な
る
形
で
法
文
中
に
現
れ
る
の
か
、
個
々
の
候
丈
に
就
い
て
具
躍
的
に
整
理
し
て
お
く
。

2 

成
遺
刑
の
様
相

383 

出
土
法
制
史
料
の
な
か
で
、
最
初
に
成
遅
刑
が
現
れ
る
の
は
以
下
の
秦
律
に
お
い
て
で
あ
る
。
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①
不
首
裏
軍
中
而
裏
者
、
皆
同
貝
二
甲
、
法
(
廃
)
、
非
吏
殴
(
也
)
、
成
二
歳
、
徒
食
・
敦
(
屯
)
長
・
僕
射
弗
告
、
賛
成
一
歳
、
令
・
尉
・

士
吏
弗
得
、
皆
九
二
甲
。
-
軍
人
買
(
責
)
菓
菓
所
及
過
勝
、
賞
成
二
歳
、
同
車
食
・
敦
(
屯
)
長
・
僕
射
弗
告
、
成
一
歳
、
牒
司
空
・
司

空
佐
史
・
士
吏
持
者
弗
得
、
賀
一
甲
、
邦
司
空
二
盾
。
-
軍
人
裏
所
、
所
過
牒
百
姓
買
其
裏
、
賞
二
甲
、
入
粟
公
。
吏
部
弗
得
、
及
令
・

丞
賞
各
一
甲
。
-
菓
卒
兵
、
不
完
善
(
繕
)
、
丞
・
庫
室
田
中
大
・
吏
賞
二
甲
、
法
(
廃
)

0

(

秦
律
雑
抄
一
ム
1

一
五
)

軍
中
に
食
糧
支
給
を
行
う
べ
き
で
な
い
の
に
支
給
し
た
場
合
は
、

い
ず
れ
も
賞
二
甲
で
、
克
職
と
し
、
吏
で
な
け
れ
ば
、
成
二
歳
。
徒

食
・
屯
長
・
僕
射
が
告
護
し
な
け
れ
ば
、
成
役
一
年
分
の
賀
刑
を
科
す
。
令
・
尉
・
士
吏
が
捕
ま
え
ら
れ
な
け
れ
ば
、
賞
一
甲

0

・
軍

人
が
食
糧
を
、
そ
の
支
給
を
受
け
た
場
所
や
通
過
し
た
牒
で
買
っ
た
な
ら
ば
、
成
役
二
年
分
の
賀
刑
。
同
車
食
・
屯
長
・
僕
射
が
告
設

し
な
け
れ
ば
、
成
一
歳
。
牒
司
空
・
司
空
佐
史
・
士
吏
の
引
率
す
る
者
が
捕
ま
え
ら
れ
な
け
れ
ば
、
賞
一
甲
。
邦
司
空
は
質
一
盾
。
.

軍
人
が
食
糧
支
給
を
受
け
た
場
所
や
通
過
し
た
牒
の
人
聞
が
、
そ
の
食
糧
を
買
っ
た
な
ら
ば
、
賞
二
甲
と
し
、
粟
は
浸
牧
す
る
。
所
轄

す
る
吏
で
捕
ま
え
ら
れ
な
か
っ
た
者
、
及
ぴ
令
・
丞
は
賞
各
お
の
一
甲

0

・
卒
に
故
障
の
あ
る
武
器
を
支
給
し
た
な
ら
ば
、
丞
・
庫
虚
回

18 

夫
・
吏
は
賞
二
甲
で
、
克
職
す
る
。

軍
事
行
動
中
に
お
け
る
食
糧
や
武
器
の
不
正
支
給
、
お
よ
び
支
給
さ
れ
た
食
糧
を
轄
買
す
る
こ
と
へ
の
科
罰
規
定
で
あ
る
。
い
く
つ
か
の
官
職

名
、
地
位
呼
稽
が
見
え
る
が
、
ま
ず
「
軍
人
」
「
卒
」
は
虞
く
兵
士
一
般
を
指
す
語
で
、
彼
ら
を
車
(
戦
車
、
逗
搬
車
)
や
食
糧
支
給
の
車
位
ご

(
お
)

と
に
編
成
し
た
の
が
「
同
車
食
」
「
徒
食
」
で
あ
ろ
う
。
直
接
彼
ら
を
監
督
す
る
の
が
「
屯
長
」
「
僕
射
」
で
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
を
引
率
し
た
の

が
「
令
」
「
尉
」
「
士
吏
」
、
及
び
様
々
な
「
司
空
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
見
え
る
組
織
は
、
先
に
連
べ
た
成
卒
引
率
の
編
成
と
一
致
す
る
。

右
の
規
定
は
卒
と
し
て
軍
役
に
参
加
す
る
者
と
そ
の
管
理
者
、
す
な
わ
ち
男
性
の
み
封
象
と
し
て
い
る
。
従
っ
て
戊
遺
刑
が
男
性
の
み
に
科

せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
問
題
は
生
じ
な
い
。
そ
し
て
成
遺
刑
が
見
え
る
他
の
科
罰
規
定
も
、
多
く
が
戦
闘
中
、
あ
る
い
は
そ
れ

に
準
ず
る
朕
態
で
の
罪
科
を
封
象
と
し
て
い
る
。

②
群
盗
殺
傷
人
・
賊
殺
傷
人
・
強
盗
、
即
護
牒
壇
。
:
:
:
吏
将
徒
、
追
求
盗
賊
、
必
伍
之
、
盗
賊
以
短
兵
殺
傷
其
持
及
伍
人
、
而
弗
能
捕
得
、



皆
成
遺
二
歳
。
叶
日
中
能
得
其
半
以
上
、
圭
…
皿
除
其
罪
、
得
不
能
宇
、
得
者
濁
除
。
:
:
:
畏
夏
弗
敢
就
、
奪
其
柏
村
一
爵
一
絡
〈
級
〉
、
克
之
、

母
爵
者
成
遺
二
歳
、
圃
圏
直
園
南
国
圃
園
固
園
固
圃
圃
日
圃
。
興
吏
徒
追
盗
賊
、
己
受
令
而
遁
、
以
畏
莫
論
之
o

(

二
年
律
令
一
四
O

四
群
盗
が
人
を
殺
傷
し
た
り
、
賊
殺
傷
し
た
り
、
強
盗
し
た
な
ら
ば
、
た
だ
ち
に
牒
遁
よ
り
動
員
す
る
。
:
:
:
吏
は
徒
を
率
い
、
盗
賊
を

追
求
す
る
の
に
、
必
ず
隊
伍
を
つ
く
る
。
盗
賊
が
短
兵
を
使
っ
て
統
卒
者
や
隊
伍
の
人
を
殺
傷
し
た
の
に
か
か
わ
ら
ず
、
捕
ら
え
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
い
ず
れ
も
成
遺
二
歳
。
三
十
日
中
に
牛
分
以
上
を
捕
ま
え
れ
ば
、
す
べ
て
そ
の
罪
を
克
除
す
る
。
捕
ま

え
る
の
が
竿
分
に
到
達
で
き
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
捕
ま
え
た
者
に
限
っ
て
克
除
す
る
。
:
:
:
お
じ
け
守
つ
い
て
動
こ
う
と
せ
ず
、
敵
を
避

け
て
畏
れ
を
な
し
て
近
づ
か
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
統
卒
者
の
爵
一
級
を
奪
い
、
克
職
と
す
る
。
爵
を
持
た
な
い
者
は
成
達
二
歳
と

す
る
。
加
え
て
、
そ
の
率
い
ら
れ
て
い
た
吏
徒
は
、
そ
れ
ぞ
れ
卒
と
し
て
成
達
一
歳
と
す
る
。
吏
徒
を
動
員
し
て
盗
賊
を
追
い
、
す
で

に
命
令
を
受
け
な
が
ら
逃
げ
た
ら
、
「
畏
莫
」
で
論
断
す
る
。
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③
盗
賊
護
、
士
吏
・
求
盗
部
者
、
及
令
・
丞
・
尉
弗
畳
智
(
知
)
、
士
吏
・
求
盗
皆
以
卒
成
遺
二
歳
、
令
・
丞
・
尉
罰
金
各
四
雨
。
.

(
同
一
四
四
)

盗
賊
が
護
生
し
て
も
、
所
轄
の
士
吏
・
求
盗
、
及
び
令
・
丞
・
尉
が
察
知
し
な
け
れ
ば
、
士
吏
・
求
盗
は
い
ず
れ
も
卒
と
し
て
戊
達
二

歳
と
し
、
令
・
丞
・
尉
は
そ
れ
ぞ
れ
罰
金
四
雨
。

④
盗
出
黄
金
遺
闘
徹
、
吏
卒
徒
部
主
者
智
(
知
)
而
出
及
弗
索
、
輿
同
罪
。
弗
智
(
知
)
、
索
弗
得
、
成
達
二
歳
。
(
同
七
六
)

不
正
に
黄
金
を
遺
境
の
関
所
や
境
界
か
ら
出
す
と
き
、
吏
卒
・
徒
の
所
轄
・
捨
首
者
が
知
っ
て
い
て
出
さ
せ
る
、
及
び
検
査
し
な
け
れ

ば
、
同
罪
と
す
る
。
知
ら
な
い
場
合
や
、
検
査
し
て
も
設
見
で
き
な
け
れ
ば
、
成
遺
二
年
。

②
③
は
盗
賊
牧
捕
の
場
合
と
は
い
え
、
そ
の
編
成
は
軍
事
行
動
に
準
ず
る
も
の
で
あ
る
。
④
で
科
罰
の
封
象
と
さ
れ
る
の
も
遺
境
防
備
に
就
く
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吏
卒
で
あ
る
。
典
籍
史
料
に
お
い
て
も
、
同
様
の
賦
況
で
「
成
」
刑
が
現
れ
る
。
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令
丞
尉
、
亡
得
入
賞
。
満
十
人
以
上
、
令
丞
尉
奪
回
酎
各
二
級
。
百
人
以
上
、
令
丞
尉
克
以
卒
成
。
必
取
冠
虜
、
乃
聴
之
。
(
『
塁
子
』
競

令
)A

F

・
丞
・
尉
は
、
亡
え
ど
も
嘗
を
入
る
る
を
得
。
十
人
以
上
に
満
た
ぱ
、
令
・
丞
・
尉
は
奪
霞
各
お
の
二
級
。
百
人
以
上
な
れ
ば
、

令
・
丞
・
尉
は
克
ぜ
ら
れ
て
卒
を
以
て
成
る
。
必
ず
冠
虜
を
取
り
て
、
乃
ち
こ
れ
を
聴
す
。

み
ず
か
ら
の
手
勢
を
失
っ
て
も
、
敵
を
捕
斬
す
れ
ば
、
そ
の
損
失
を
相
殺
す
る
(
「
嘗
」
)
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
損

失
が
上
回
っ
た
場
合
は
人
数
に
麿
じ
て
庭
罰
が
設
け
ら
れ
、
そ
の
一
つ
が
「
以
卒
成
」
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
卒
と
さ
れ
る
こ
と
は
一
種
の
降
格

戦
闘
を
指
揮
す
る
者
は
、

で
あ
り
、
明
確
な
期
限
は
な
く
、
敵
を
捕
ら
え
て
手
柄
を
立
て
る
ま
で
そ
の
地
位
に
留
め
置
か
れ
た
。

確
な
刑
期
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

一
方
、
『
尉
綾
子
」
で
は
成
遺
刑
に
明

諸
戦
而
亡
其
将
吏
者
、
及
将
吏
棄
卒
濁
北
者
、
蓋
斬
之
。
前
吏
棄
其
卒
而
北
、
後
吏
能
斬
之
而
奪
其
卒
者
、
賞
。
軍
無
功
者
、
成
三
歳
。

三
軍
大
戦
、
若
大
将
死
、
而
従
吏
五
百
人
以
上
不
能
死
敵
者
、
斬
。
大
将
左
右
近
卒
在
陳
(
陣
)
中
者
、
品
目
斬
。
絵
士
卒
、
有
軍
功
者
、
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奪
一
級
。
無
軍
功
者
、
成
三
歳
。
(
『
尉
綾
子
』
兵
令
下
)

諸
そ
戦
い
て
そ
の
将
吏
を
亡
、
つ
者
、
及
び
将
吏
の
卒
を
棄
て
て
濁
り
北
ぐ
る
者
は
、
書
く
こ
れ
を
斬
と
す
。
前
吏
そ
の
卒
を
棄
て
て
北

ぐ
る
も
、
後
吏
能
く
こ
れ
を
斬
り
て
そ
の
卒
を
奪
わ
ば
、
賞
す
。
軍
の
功
な
き
者
は
、
成
三
歳
。
三
軍
大
い
に
戦
い
、
若
し
大
将
死
す

る
も
、
従
吏
五
百
人
以
上
敵
に
死
す
る
能
わ
ざ
れ
ば
、
斬
。
大
将
の
左
右
近
卒
の
陣
中
に
在
る
者
は
、
皆
な
斬
。
徐
の
士
卒
は
、
軍
功

有
る
者
は
、
奪
一
級
。
軍
功
な
き
者
は
、
成
三
歳
。

『
尉
続
子
」
兵
令
は
銀
雀
山
漢
墓
出
土
の
「
守
法
守
令
十
三
篇
」
の
「
兵
令
」
と
共
通
す
る
部
分
が
多
く
、
首
該
の
箇
所
も
、

:
:
:
吏
成
一
歳
。
戟
而
失
其
将
吏
、
及
将
吏
戟
而
死
、
卒
濁
北
而
環
(
還
)
、
其
法
官
墨
斬
之
。
将
吏
将
其
卒
北
、
(
九
七
八
)

斬
其
将

口
:
:
:
口
口
口
口
三
歳
。
軍
大
戦
、
大
将
死
、
口
口
五
百
以
上
不
能
死
遁
(
敵
)
者
(
九
七
九
)
皆
首
斬
、
及
大
将
左
右
近
卒
在
口
口
者

皆
吉
斬

0

・
:
:
・
奪
一
功
、
其
母
(
無
)
【
口
口
口
】
口
三
歳
。
(
九
八
O
)
:
:
:
軍
功
者
成
三
歳
、
得
其
死
(
屍
)
罪
赦
。
:
:
:
(
九
八
一
)



れ
る
が
、

内
容
に
お
い
て
は

ほ
ほ
同
趣
旨
の
規
定
が
見
え
る
。
守
法
守
令
十
三
篇
は
戦
園
斉
の
著
述
と
深
い
闘
係
に
あ
り
、
斉
に
お
い
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
と
さ

(
幻
)

『
墨
子
』
城
守
各
篇
と
共
通
し
、
語
棄
の
用
法
か
ら
も
秦
墨
の
影
響
下
に
あ
る
も
の
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
『
墨

と
し
て
、

子
』
城
守
各
篇
と
、
そ
の
影
響
を
受
け
た
守
令
守
法
十
三
篇
が
、
前
三
世
紀
の
秦
に
お
け
る
軍
法
の
一
端
を
反
映
し
て
い
る
な
ら
ば
、
成
遺
刑

の
起
源
を
そ
れ
ら
軍
法
の
な
か
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

た
だ
し
二
年
律
令
の
段
階
で
は
、
軍
法
に
由
来
す
る
と
は
思
わ
れ
な
い
規
定
に
も
成
遺
刑
は
現
れ
る
。

⑤
有
任
人
以
馬
吏
、
其
所
任
不
廉
、
不
勝
任
以
克
、
亦
克
任
者
。
其
非
吏
及
{
臣
也
、
罰
金
四
雨
、
成
遺
二
歳
。
(
二
年
律
空
二

O
)

人
を
推
薦
し
て
役
人
と
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
推
薦
さ
れ
た
人
聞
が
不
廉
や
不
勝
任
と
さ
れ
て
罷
克
さ
れ
た
な
ら
ば
、
推
薦
し
た
者
も
罷

克
す
る
。
役
人
及
び
皇
帝
の
近
臣
で
は
な
い
と
き
は
、
罰
金
四
雨
で
、
成
遺
二
歳
。

⑥
諸
不
矯
戸
、
有
田
宅
、
附
令
人
名
、
及
詩
人
名
田
宅
者
、
品
目
令
以
卒
成
達
二
歳
、
混
入
田
宅
牒
官
。
:
:
:
(
同
一
一
一
二
三
)

ゃ
っ
た
場
合
、

い
ず
れ
も
卒
と
し
て
成
遺
二
歳
と
し
、

田
宅
を
国
家
に
浸
牧
す
る
。
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お
よ
そ
戸
を
形
成
し
て
い
な
い
の
に
田
宅
を
持
っ
て
い
て
、
他
人
名
義
で
登
録
し
て
も
ら
う
、
お
よ
び
人
の
た
め
に
田
宅
を
登
録
し
て

⑦
博
戯
相
奪
銭
財
、
若
鳥
卒
者
、
奪
爵
各
一
級
、
成
二
歳
。
(
同
一
八
六
)

博
戯
で
互
い
に
銭
財
を
奪
い
合
う
、
も
し
く
は
そ
れ
を
案
分
す
る
者
は
、
爵
お
の
お
の
一
級
を
奪
い
、
成
遺
二
歳
と
す
る
。

⑤
で
成
遺
刑
に
該
首
す
る
の
は
官
吏
と
そ
の
推
薦
者
た
る
男
子
に
限
定
さ
れ
る
。
⑥
は
、
戸
主
の
殆
ど
が
男
性
で
あ
る
以
上
、
主
と
し
て
男
性

に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
が
、
女
性
が
戸
主
と
な
る
場
合
も
な
く
は
な
い
。
だ
が
こ
れ
は
個
人
に
よ
る
犯
罪
で
は
な
く
、
戸
杢
瞳
が
闘
わ

る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
女
性
が
戸
主
で
あ
る
場
合
は
、
同
戸
の
者
の
中
か
ら
男
子
一
名
が
選
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
残
る
⑦
に
つ
い
て
は
、
犯

罪
の
性
質
か
ら
す
れ
ば
男
女
い
ず
れ
を
も
含
み
う
る
よ
う
に
映
る
が
、
奪
爵
が
科
罰
と
し
て
並
置
さ
れ
て
お
り
、
男
性
の
み
を
想
定
し
て
い
る

(
お
)

か
の
如
く
で
あ
る
。
こ
の
罪
を
女
性
が
犯
し
た
場
合
の
代
替
措
置
は
不
明
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
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以
上
が
秦
l
漢
初
の
法
制
史
料
に
見
え
る
成
遺
刑
の
す
べ
て
で
あ
る
。
成
遺
刑
の
多
く
は
軍
法
に
由
来
す
る
と
思
し
い
規
定
に
現
れ
、
平
時



388 

と
は
異
な
る
、
特
殊
な
候
件
と
結
び
つ
い
た
刑
罰
で
あ
っ
た
可
能
性
を
窺
わ
せ
る
。
た
だ
し
二
年
律
令
の
段
階
で
は
、
成
遺
刑
は
そ
う
し
た
候

件
と
無
関
係
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。
腐
刑
が
強
姦
罪
と
切
り
離
さ
れ
、
内
刑
の
一
選
捧
肢
と
さ
れ
た
の
と
同
様
に
、
成
遺
刑
も
車
な
る
有
期
勢

役
刑
の
一
つ
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
不
整
合
を
生
む
に
至
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
貼
を
意
識
し
つ
つ
、
二
年
律
令
以
降
の
成
遺

刑
を
追
っ
て
み
よ
う
。

『
漢
書
」
刑
法
志
の
、
丈
帝
十
三
年
に
お
け
る
労
役
刑
有
期
化
を
惇
え
る
記
事
に
よ
る
と
、
最
も
軽
い
労
役
刑
は
司
冠
と
さ
れ
、
そ
の
刑
期

(
鈎
)

は
二
年
で
あ
っ
た
。
成
遺
刑
の
う
ち
、
二
年
以
上
の
刑
期
を
持
つ
も
の
は
、
刑
期
を
同
じ
く
す
る
刑
罰
の
登
場
に
よ
り
、
そ
こ
に
吸
牧
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
戊
達
一
歳
刑
は
、
わ
ず
か
だ
が
丈
帝
以
降
に
も
見
ら
れ
る
。

諸
買
人
末
作
貰
貸
責
買
、
居
邑
稽
諸
物
、
及
商
以
取
利
者
、
難
無
市
籍
、
各
以
其
物
白
占
、
率
帽
銭
二
千
而
一
算
。
:
:
:
匿
不
自
占
、
占

不
悉
、
成
達
一
歳
、
混
入
絹
銭
。
(
『
史
記
』
一
小
準
書
)

諸
そ
買
人
末
作
の
貰
貸
責
買
し
、
邑
に
居
り
て
諸
物
を
稽
む
、
及
び
商
い
て
以
て
利
を
取
る
者
は
、
市
籍
な
き
と
難
も
、
各
お
の
そ
の
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物
を
以
て
白
占
し
、
率
ね
絹
鏡
二
千
に
し
て
一
算
。
・
:
・
:
匿
し
て
白
占
せ
ず
、
占
し
て
悉
く
さ
ざ
る
は
、
成
達
一
歳
、
縄
銭
を
浸
入
す
。

こ
れ
は
⑥
と
類
似
す
る
も
の
の
、
田
宅
名
有
で
は
な
く
、
算
絹
銭
の
施
行
に
件
い
、
財
産
申
告
に
お
け
る
不
正
を
慮
罰
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ

の
時
の
措
置
は
後
代
に
も
引
き
植
が
れ
、
懸
泉
置
漢
簡
に
、

・
兵
令
十
三
。
首
占
帽
鏡
、
匿
不
自
占
、
【
占
】
不
以
賓
、
罰
及
家
長
成
遺
一
歳
。

(
E
O
一
一
四
③
一
五
四

粋
八
)

-
兵
令
十
三
。
絹
銭
を
申
告
す
る
に
首
た
っ
て
、
匿
し
て
自
分
か
ら
申
告
し
な
い
、
あ
る
い
は
事
賓
ど
お
り
に
申
告
し
な
い
な
ら
ば
、

罰
は
家
長
に
及
び
、
成
達
一
歳
と
す
る
。

と
し
て
見
え
る
。
こ
の
簡
が
出
土
し
た
第
三
層
か
ら
は
成
帝
期
の
筒
臆
が
多
く
出
土
し
て
お
り
[
甘
粛
文
物
考
古
研
究
所
二
0
0
0
]
、
前
漢
末
期

の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
に
見
え
る
戊
謹
一
歳
刑
は
、
下
記
の

「
漢
奮
儀
』
に
見
え
る
、
「
成
」
刑
の
範
障
に
属
す
も
の
と
考
え
ら
れ

る



『
漢
書
」
刑
法
志
に
は
現
れ
な
い
が
、
衛
宏
『
漠
奮
儀
』
に
よ
る
と
労
役
刑
の
最
も
軽
い
も
の
は
司
冠
刑
で
は
な
く
、
そ
の
下
に
刑
期
一
年

以
下
の
罰
労
働
が
存
在
し
た
。

:
:
司
冠
男
備
守
、
女
清
作
如
司
冠
、
皆
作
二
歳
。
男
矯
成
・
罰
作
、
女
矯
復
作
、
皆
一
歳
到
三
月

O

i
-
-
-
司
冠
は
男
は
備
守
し
、
女
は
作
す
る
こ
と
司
冠
の
如
し
と
す
、
皆
な
作
す
る
こ
と
二
歳
。
男
は
戊
・
罰
作
と
な
し
、
女
は
復
作
と

す
、
皆
な
一
歳
よ
り
一
一
一
月
に
到
る
。

こ
こ
で
は
、
成
刑
が
男
性
へ
の
刑
罰
で
あ
る
こ
と
が
明
言
さ
れ
、
女
性
に
封
し
て
は
別
に
「
復
作
」
が
準
備
さ
れ
て
い
る
。

(
削
)

の
説
明
に
は
矛
盾
の
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
む
し
ろ
注
目
し

「
復
作
」
が
適
用
さ
れ
る
の
は
女
性
に
限
ら
ず
、
『
漢
奮
儀
』

た
い
の
は
、
成
遺
刑
に
封
廃
す
る
も
の
と
し
て
、
女
性
へ
の
科
罰
を
別
に
用
意
す
る
意
固
が
明
確
に
現
れ
て
い
る
酷
で
あ
る
。
後
漢
初
に
衛
宏

が
記
し
た
「
西
京
の
雑
事
」
(
『
後
漢
書
』
儒
林
惇
十
衡
宏
)
が
、
何
時
の
時
代
の
制
度
を
反
映
し
て
い
る
の
か
は
{
疋
か
で
な
い
が
、
こ
こ
で
成
遺

刑
に
お
い
て
も
、

二
つ
の
性
の
存
在
が
は
っ
き
り
と
意
識
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

23 

お

わ

り

本
稿
を
締
め
く
く
る
前
に
、
女
性
へ
の
科
罰
を
め
ぐ
る
問
題
、
と
り
わ
け
冒
頭
に
奉
げ
た
二
年
律
令
八
八
l
八
九
簡
を
改
め
て
取
り
あ
げ
た

ぃ
。
こ
の
規
定
で
は
女
性
へ
の
礁
刑
・
腰
斬
刑
は
棄
市
刑
に
、
斬
世
刑
は
時
刑
に
換
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
特
例
措
置
は

一
般
に
、
女
性
に
封
す
る
寛
刑
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
特
定
の
者
に
封
す
る
優
遇
は
、
同
時
に
刑
の
不
均
衡
で
も
あ
る
。
な
ぜ
敢
え

て
刑
が
換
え
ら
れ
た
の
か
、
根
底
に
あ
る
原
理
が
問
わ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。

こ
れ
に
つ
い
て
程
・
張
二

O
O
五
は
、
秦
漢
に
お
い
て
法
律
上
の
庭
遇
が
男
女
で
相
違
す
る
事
例
を
網
羅
し
た
上
で
、
女
性
へ
の
刑
は
基
本

的
に
緩
め
ら
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
と
主
張
し
、
そ
の
因
子
と
し
て
、
弱
者
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
精
神
の
存
在
や
、
人
口
奨
勘
策
上
の
配
慮
を

389 

奉
げ
る
。
婦
人
は
老
人
・
年
少
者
と
し
ば
し
ば
一
括
さ
れ
て
寛
刑
の
封
象
と
な
る
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
子
を
な
し
た
者
に
は
税
制
上
の
優
遇
も
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認
め
ら
れ
た
。

(
引
)

確
か
に
い
く
つ
か
の
特
例
措
置
は
こ
う
し
た
理
由
か
ら
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
、
例
え
ば
妊
婦
を
牧
繋
す
る
際
に
棚
を
は
め
な
い
の
は
、
人

口
政
策
の
文
脈
か
ら
生
じ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
だ
が
、
筆
者
が
達
和
感
を
畳
え
る
の
は
、
婦
人
が
「
幼
弱
」
や
「
老
擁
」
(
『
周
植
」
司
刺
)

と
等
し
な
み
に
、
常
に
「
弱
者
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
、
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
女
性
に
は
何
ら
か
の
寛
刑
を
、
原
則
と
し
て
認
め
る
べ
き

と
す
る
精
神
が
、
果
た
し
て
中
園
古
代
に
存
在
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

例
え
ば
、
漢
代
に
お
け
る
女
性
へ
の
特
例
措
置
と
し
て
「
雇

(
顧
)
山
」
制
度
の
存
在
が
翠
げ
ら
れ
る
[
池
田
二
O
O
六
、
水
間
二
O
O
七
]

0

天
下
女
徒
己
論
、
蹄
家
、
顧
山
銭
月
三
百
。
復
貞
婦
、
郷
一
人
。
(
『
漢
書
』
平
帝
紀

一
一
ん
始
元
年
(
一
)
)

天
下
の
女
徒
の
己
に
論
ぜ
ら
る
る
は
、
家
に
蹄
し
、
顧
山
銭
月
ご
と
に
三
百
。
貞
婦
を
復
す
る
こ
と
、
郷
ご
と
に
一
人
。

こ
こ
で
天
下
の
女
性
刑
徒
が
放
克
さ
れ
、
代
わ
り
に
毎
月
「
顧
山
銭
」
を
牧
め
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
措
置
の
背
景
を
、
そ
の
三
年
後

詔
日
「
蓋
夫
婦
正
則
父
子
親
、
人
倫
定
実
。
前
詔
有
司
復
貞
婦
、
時
女
徒
、
誠
欲
以
防
邪
降
、
全
貞
信
。
:
:
:
」
(
同
前
)
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に
下
っ
た
詔
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

詔
し
て
日
く
「
蓋
し
夫
婦
正
し
け
れ
ば
則
ち
父
子
親
し
み
、
人
倫
定
ま
ら
ん
。
前
に
有
司
に
一
訳
出
し
て
貞
婦
を
復
し
、
女
徒
を
蹄
す
は
、

誠
に
以
て
邪
昨
を
防
ぎ
、
貞
信
を
全
う
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
な
り
。
:
:
:
」

女
囚
の
解
放
が
貞
婦
へ
の
克
役
と
共
に
命
ぜ
ら
れ
た
こ
と
が
物
語
る
と
お
り
、
元
始
元
年
の
措
置
は
、
家
庭
内
で
の
貞
節
を
保
護
す
る
、
と
の

観
酷
か
ら
踏
み
切
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

一
尾
山
制
度
は
、
結
果
と
し
て
は
女
性
へ
の
慮
遇
を
緩
和
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
を
生
み
出
し
て
い
る
の
は
、
女
性
を
弱
者
と

見
な
す
精
神
で
は
な
く
、
女
性
の
家
庭
内
に
お
け
る
地
位
、

そ
れ
に
期
待
さ
れ
る
役
割
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
唐
律
の
「
其
婦
人
犯
流
者
、

亦
留
住
」
(
名
例
二
八
)
と
い
う
特
例
と
そ
の
背
後
に
あ
る
「
婦
人
之
法
、
例
不
濁
流
」
と
い
う
原
則
は
、
夫
・
子
の
流
罪
に
は
強
制
的
に
同
行

さ
せ
ら
れ
る
も
の
の
、
本
人
が
流
罪
を
犯
し
て
も
夫
や
子
を
配
所
に
同
行
さ
せ
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
、
と
い
う
女
性
の
立
場
か
ら
来
る
も
の



で
、
雇
山
制
度
の
護
想
は
こ
れ
と
通
底
す
る
側
面
も
あ
る
。

(
必
)

先
に
奉
げ
た
牧
繋
の
緩
和
と
い
う
特
例
措
置
も
、
そ
の
封
象
は
妊
婦
の
他
、
家
族
の
罪
に
縁
坐
し
た
女
性
に
限
ら
れ
る
。
こ
の
措
置
は
す
べ

て
の
女
性
に
認
め
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
本
人
は
罪
を
犯
し
て
い
な
い
と
い
う
事
情
を
も
勘
案
し
て
一
部
の
者
に
許
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
女

性
で
あ
る
と
い
う
事
責
白
煙
が
寛
刑
に
繋
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
汲
生
す
る
い
く
つ
か
の
要
素
が
、
女
性
に
封
す
る
、
男
性
と

は
異
な
る
庭
遇
を
生
ん
で
い
る
と
い
え
よ
う
。
女
性
を
弱
者
と
見
な
す
精
神
の
存
在
を
無
保
件
に
想
定
す
る
こ
と
は
、
こ
こ
で
は
避
け
て
お
き

予
-
ミ

O

J

ム
し再

び
八
八
l
八
九
簡
に
立
ち
戻
る
な
ら
、
そ
こ
で
礁
刑
・
腰
斬
刑
・
斬
祉
刑
が
女
性
に
適
用
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
人
口
政
策
上
の
配
慮
で

は
も
ち
ろ
ん
あ
る
ま
い
。
女
性
l
弱
者
と
す
る
説
明
も
こ
こ
で
排
除
す
る
な
ら
、
い
か
な
る
理
由
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
礁
刑
・

腰
斬
刑
に
つ
い
て
言
え
ば
、
こ
れ
ら
二
種
の
死
刑
で
は
犯
罪
者
本
人
の
命
が
奪
わ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
近
親
の
縁
坐
が
そ
れ
に
伴
っ
た
(
腰
斬

い
の
は
、
婦
人
の
犯
罪
に
よ
り
縁
坐
が
生
じ
る
の
を
回
避
す
る
配
慮
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
斬
祉
刑
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
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の
場
合
は
、
そ
の
父
母
妻
子
同
産
は
棄
市
。
礁
刑
で
あ
れ
ば
、
妻
子
が
城
旦
春
と
さ
れ
る
[
石
岡
二

O
O
五
]
)
。
女
性
に
こ
れ
ら
の
死
刑
が
適
用
さ
れ
な

」
れ
に
闘
し
で
は
、

一
部
の
↓
肉
刑
が
女
性
に
は
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
詮
言
が
、
典
籍
史
料
の
な
か
に
認
め
ら
れ
る
。
「
春
秋
左
氏
停
」

「
婦
人
無
刑
。
難
有
刑
、
不
在
朝
市
」
(
裏
公
十
九
年
)
に
封
す
る
杜
預
の
説
、
す
な
わ
ち
婦
人
に
は
「
野
別
の
刑
な
し
」
で
あ
っ
た
と
の
認
識

(
必
)

で
あ
る
。
死
・
宮
・
別
・
割
・
販
の
、
い
わ
ゆ
る
「
五
刑
」
の
う
ち
、
別
・
割
・
需
の
三
種
は
女
性
に
科
せ
ら
れ
な
か
っ
た
、
と
い
う
解
稗
は

正
義
に
よ
っ
て
も
支
持
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
こ
れ
に
は
異
説
も
あ
る
。
正
義
に
引
か
れ
た
服
慶
の
そ
れ
で
あ
る
。

婦
人
従
入
者
也
。
故
不
震
制
刑
、
及
犯
悪
従
男
子
之
刑
也
。

「
婦
人
は
人
に
従
う
者
な
り
」
と
。
故
に
矯
に
刑
を
制
せ
ず
。
悪
を
犯
す
に
及
ば
ば
男
子
の
刑
に
従
う
な
り
。

391 

服
鹿
は
『
礎
記
」
郊
特
牲
の
「
婦
人
従
入
者
也
」
と
い
う
原
理
を
援
用
す
る
。
お
そ
ら
く
は

(
叫
)

「
婦
人
無
刑
」
と
結
び
つ
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
賜
爵
の
封
象
が
男
性
の
み
で
あ
っ
た
の
と
同
様
に
、
刑
罰
も
男
性
を
針
象
と
し
て
設
け
ら
れ
た

『
瞳
記
』
の
下
丈
に
「
婦
人
無
爵
」
と
あ
る
の
を
、
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も
の
で
あ
り
、
女
性
に
は
そ
れ
を
参
照
し
て
刑
が
決
め
ら
れ
た
の
だ
、
と
服
度
は
主
張
す
る
。
こ
れ
に
封
し
て
正
義
は
「
若
し
男
子
と
倶
に
受

く
れ
ば
、
鞍
別
劇
も
亦
た
婦
人
の
刑
。
何
ぞ
濁
り
男
子
を
主
に
し
て
婦
人
こ
れ
に
従
わ
ん
や
」
と
し
て
反
論
す
る
。
ま
た
劉
怯
も
、

劉
難
服
云
、
犯
淫
則
男
子
割
勢
、
婦
人
間
宮
。
量
得
従
男
子
乎
。

劉
服
を
難
じ
て
云
う
、
淫
を
犯
さ
ば
則
ち
男
子
は
勢
を
割
き
、
女
子
は
宮
に
閉
す
。
山
豆
に
男
子
に
従
う
を
得
ん
や
。

と
し
、
姦
淫
罪
の
場
合
は
男
女
で
庭
刑
方
法
が
異
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
婦
人
は
刑
罰
も
男
子
の
そ
れ
に
「
従
う
」
と
す
る
矛
盾
を
突
い
て

い
る
。
た
だ
し
こ
れ
に
は
洪
亮
吉
の
反
論
が
あ
り
、
「
従
う
」
と
い
う
の
は
全
く
同
じ
扱
い
に
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
男
女
の
聞
で
幾
分
内
容

(
羽
)

が
相
違
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
「
従
う
」
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
だ
、
と
服
由
民
を
静
護
す
る
。

さ
て
、
「
婦
人
無
刑
」
を
め
ぐ
る
二
説
の
う
ち
、
社
預
の
説
明
は
二
年
律
令
と
も
一
致
し
、
理
解
し
や
す
い
。
だ
が
一
歩
踏
み
込
ん
で
疑
問

を
護
す
る
な
ら
、
そ
も
そ
も
い
く
つ
か
の
内
刑
は
な
ぜ
女
性
を
そ
の
封
象
と
し
な
い
の
か
。
女
性
を
弱
者
と
す
る
観
念
の
存
在
を
疑
問
頑
す
る

な
ら
、
寛
刑
の
理
由
は
直
ち
に
は
見
い
だ
せ
な
い
。
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こ
う
し
た
疑
念
に
封
し
て
、
服
』
由
民
説
は
一
つ
の
解
答
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
説
明
に
従
え
ば
、
男
女
で
刑
罰
が
相
違
す
る
の
は
、
刑
罰
自
瞳

が
男
性
を
念
頭
に
置
い
て
組
み
上
げ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
勿
論
そ
の
主
張
を
直
接
支
え
る
詮
左
に
は
欽
け
る
。
だ
が
、

例
え
ば
籾
山
明
氏
は
、
成
文
法
の
公
開
と
そ
れ
を
前
提
と
し
た
刑
罰
と
が
、
軍
事
集
圏
に
お
け
る
制
裁
に
起
源
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る

[
籾
山
一
九
八
O
]
。
服
慶
も
期
せ
ず
し
て
「
婦
人
無
爵
」
と
「
婦
人
無
刑
」
と
を
結
び
つ
け
、
軍
功
褒
賞
た
る
爵
と
刑
罰
と
を
互
い
に
表
裏
を

な
す
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
少
な
く
と
も
刑
罰
の
一
部
が
、
男
性
の
み
を
成
員
と
す
る
集
圏
内
で
護
展
し
た
と
す
れ
ば
、
特
定
の
刑
に
つ

い
て
、
そ
れ
は
女
性
に
は
科
せ
ら
れ
な
い
、
と
い
う
刑
罰
観
が
首
初
は
存
在
し
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
た
だ
し
杜
預
説
と
は
異
な
り
、

(
判
)

出
土
秦
漢
律
に
お
い
て
は
女
性
に
も
騎
・
則
刑
が
加
え
ら
れ
る
。
斬
世
刑
が
女
性
に
適
用
さ
れ
た
事
例
も
『
韓
非
子
』
に
見
え
る
。
成
丈
法
が

蓄
積
さ
れ
、
そ
の
適
用
範
園
が
擦
大
し
、
普
遍
化
し
て
ゆ
く
な
か
で
、

一
部
の
内
刑
は
女
性
に
科
せ
ら
れ
な
い
と
い
う
刑
罰
観
も
、
間
変
遷
を
た

ど
っ
た
こ
と
が
諜
想
さ
れ
る
。



右
に
述
べ
た
こ
と
は
推
測
の
域
を
出
な
い
。
だ
が
本
稿
で
論
じ
た
と
お
り
、

二
年
律
令
の
中
で
は
、
男
性
の
み
に
遁
用
可
能
な
刑
罰
に
女
性

も
該
嘗
し
か
ね
な
い
拭
況
が
見
ら
れ
、
そ
れ
は
嘗
初
は
固
有
の
丈
脈
に
お
い
て
の
み
使
用
さ
れ
て
い
た
刑
罰
が
、
そ
れ
と
切
り
離
さ
れ
、
慶
範

な
犯
罪
に
封
す
る
刑
罰
の
一
選
揮
肢
と
さ
れ
る
な
か
で
生
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
起
源
と
歴
史
を
持
つ
刑
罰
が
、
内

刑
と
い
う
範
障
で
、
あ
る
い
は
労
役
刑
と
い
う
括
り
で
統
合
さ
れ
、
段
階
づ
け
ら
れ
、
普
遍
化
し
て
ゆ
く
過
程
を
想
定
し
、
そ
の
潮
流
の
中
に

刑
罰
瞳
系
を
位
置
づ
け
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
。

【
参
考
文
献
表
]
(
和
文
五
十
音
順
)

石

岡

浩

二

O
O
五
「
張
家
山
漢
筒
「
二
年
律
令
」
盗
律
に
み
る
傑
刑
の
役
割
|
|
諸
侯
王
園
を
頑
野
に
お
く
巌
罰
の
適
用
|
|
」
『
史
的
学
雑
誌
』
第

二

四

編

第

二

競

二
O
O六
「
秦
漢
律
に
お
け
る
「
老
小
廃
疾
婦
人
」
と
刑
事
青
九
任
」
『
日
本
秦
漢
史
的
学
舎
舎
報
』
第
七
競

二
O
O
三
「
中
園
法
制
史
論
集
法
典
と
刑
罰
』
(
創
文
社
)

一
九
九
九
「
秦
漠
祝
役
隈
系
の
研
究
』
(
汲
古
書
院
)

二
O
O
五
「
秦
漢
姦
淫
罪
雑
考
」
『
東
北
町
晶
子
院
大
島
ナ
論
集
』
一
昨
史
的
学
・
地
理
準
第
三
九
競

一
九
九
五
『
中
園
古
代
の
刑
罰
|
|
燭
綾
が
語
る
も
の
|
|
』
(
中
火
公
論
枇
)

一
九
九
八
『
秦
漠
刑
罰
制
度
の
研
究
』
(
同
朋
舎
)

二
O
O六
『
江
陵
張
家
山
二
四
七
競
墓
出
土
漢
律
令
の
研
究
』
(
朋
友
書
庖
)

一
九
六
二
『
中
園
法
制
史
研
究
』
奴
隷
奴
縛
法
・
家
族
村
落
法
(
東
京
大
学
出
版
合
同
)

一
九
七
四
『
中
園
刑
法
志
研
究
』
(
岩
波
書
庖
)

二
O
O六
「
罪
の
「
加
減
」
と
性
差
」
(
冨
谷
二

O
O六
論
考
編
所
収
)

二
O
O七
「
秦
律
・
漠
律
に
お
け
る
女
子
の
犯
罪
に
到
す
る
庭
罰
」
『
】
脂
井
重
雅
先
生
古
稀
・
退
職
記
念
論
集

文
化
』
(
汲
古
書
院
)

一
九
八

O
「
法
家
以
前
|
|
春
秋
期
に
お
け
る
刑
と
秩
序
|
|
」
『
東
洋
史
研
究
』
第
三
九
巻
第
四
競

一
九
九
三
「
秦
漠
財
政
収
入
の
研
究
』
(
汲
古
書
院
)

二
O
O
三
「
墨
子
兵
技
巧
諸
篇
小
考
」
「
東
洋
史
研
究
』
第
六
二
巻
第
二
競

池

田

夏

樹

滋

賀

秀

三

重

近

啓

樹

下

倉

渉

冨

谷

至

仁

井

田

除

西
田
太
一
郎

藤

井

律

之

水

聞

大

輔
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本田山

遁勝

雅芳明
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古
代
東
ア
ジ
ア
の
枇
舎
と
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「
漠
代
園
家
の
一
塁
官
的
労
働
編
成
」
『
股
周
秦
漢
時
代
史
の
基
本
問
題
』
(
汲
古
書
院
)

渡
透
信
一
郎
二

0
0
一

(
中
文
ピ
ン
イ
ン
順
)

甘
粛
省
文
物
考
古
研
究
所
二

0
0
0
「
甘
薪
敦
健
漢
代
懸
泉
置
遣
社
設
掘
筒
報
」
「
文
物
』
二

0
0
0年
第
五
期

孔
林
山
一
九
八
六
つ
幽
閉
。
考
排
」
『
政
法
論
壇
」
一
九
八
六
年
第
六
期

本

T
m
一
子
勤
一
九
九
四
『
筒
吊
侠
籍
奥
底
干
術
史
』
(
時
報
文
化
)

睡
虎
地
秦
墓
竹
筒
整
理
小
組
一
九
九
O

『
睡
虎
地
秦
墓
竹
筒
』
(
文
物
山
版
枇
)

揚
州
博
物
館
・
邦
江
牒
園
書
館
一
九
八
一
「
江
蘇
邦
江
胡
場
五
競
漢
墓
」
『
文
物
』
一
九
八
一
年
第
十
一
期

哀
仲
一
一
九
八
七
『
秦
代
陶
文
』
(
三
秦
出
版
献
)

翠
奏
玲
・
張
楽
芳
二

O
O
五
「
論
秦
漠
法
律
的
性
別
特
徴
」
『
秦
文
化
研
究
』
一
一
一

張
家
山
二
四
七
時
抗
漠
墓
整
理
小
組
二

O
O
一
「
張
家
山
漠
墓
竹
筒
〔
二
四
七
競
墓
〕
』
(
文
物
山
川
版
枇
)

二
O
O
六
『
張
家
山
漢
墓
竹
筒
〔
二
四
七
披
墓
〕
(
岬
伸
文
修
訂
本
)
』
(
文
物
出
版
枇
)

張
建
同
一
九
九
九
『
帝
制
時
代
的
中
園
法
』
(
法
律
出
版
世
)

二
O
O六
「
漠
代
的
罰
作
・
復
作
奥
弛
刑
」
『
中
外
法
息
干
』
二

O
O六
年
第
五
期

中
圏
一
吐
舎
科
向
学
院
考
士
門
研
究
所
一
九
九
六
『
漠
長
安
城
未
央
官
一
九
八
O
l
一
九
八
九
年
考
背
後
掘
報
告
』
(
中
園
大
百
科
全
書
出
版
枇
)

(

欧

文

)

F
E
4
3
8
5
m
一
九
九
八
。
3
g
s
矢
内
宮
ミ
的

hh-日
Nhhp昌
三
喜
子
由
民
遣
さ
ロ
マ
s
t
h
h室、
N
3
5
同
色
、

~tum-え
も
雲
間
諮
問
・
(
出
。
口
間
関
g
m
C
H
F三
ロ
ロ
守
司
門
・
)

キ
+
-(

1
)
本
稿
で
は
、
男
性
器
切
除
刑
を
指
す
語
と
し
て
は
「
腐
刑
」
を
特

に
用
い
、
「
宮
刑
」
と
い
う
表
現
は
敢
え
て
避
け
る
こ
と
、
断
っ
て

お
く
。

(
2
)
出
土
法
制
史
料
中
に
見
え
る
「
宮
」
刑
の
例
は
、
睡
虎
地
秦
筒
法

律
久
口
問
の
、
可
(
何
)
詣
蹟
鬼
薪
塗
足
。
可
(
何
)
謂
蹟
宮
。
:

其
有
府
(
腐
)
罪
、
[
蹟
]
宮
o

(
法
律
答
問
一
一
一
一
一
l
一
一
四
)
が

奉
げ
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
腐
刑
を
購
う
こ
と
が
「
購

28 

宮
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

(
3
)

中
園
に
お
け
る
家
父
長
権
を
め
ぐ
っ
て
は
、
「
か
な
り
士
円
い
文
献

に
さ
か
の
ぼ
っ
て
も
、
文
献
の
範
同
で
は
、
出
版
密
な
意
味
で
の
絶
針

性
は
詮
明
し
難
い
」
と
さ
れ
、
相
封
的
に
緩
や
か
で
あ
っ
た
と
さ
れ

る
[
仁
井
田
一
九
六
二
]

0

だ
が
睡
虎
地
秦
筒
「
法
律
答
問
」
の
、

「
非
公
室
告
」
「
家
罪
」
関
連
の
記
事
(
一

O
三
1

一
O
六
筒
)
は
、

父
母
を
中
心
と
し
た
「
{
互
の
秩
序
が
法
に
お
い
て
も
隼
重
さ
れ
て
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い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
リ
ュ
ウ

(
F
E
)

一
九
九
八
は
睡
虎
地

秦
簡
の
諸
規
定
の
聞
に
時
代
的
な
重
層
性
が
あ
る
こ
と
を
主
張
し
、

家
長
に
よ
る
卑
属
親
や
隷
属
民
へ
の
私
刑
が
蛍
初
は
公
認
さ
れ
て
い

た
も
の
と
し
て
い
る
(
第
六
章
)

0

さ
ら
に
腐
刑
と
強
い
繋
が
り
を

持
つ
性
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
秦
刻
石
の
「
防
隔
内
外
、
禁
止
淫
決
、

男
女
紫
誠
、
夫
居
川
寄
破
、
殺
之
無
罪
、
男
乗
義
程
」
(
『
史
記
』
秦
始

皇
本
紀
舎
稽
石
刻
)
が
一
不
す
と
お
り
、
賓
際
に
は
私
刑
に
委
ね
ら

れ
る
傾
向
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(
4
)
役
人
が
人
妻
と
和
姦
を
犯
せ
ば
、
そ
れ
は
強
姦
罪
と
し
て
扱
わ
れ

(
二
年
律
令
一
九
二
)
、
腐
刑
に
該
嘗
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の

場
合
も
被
刑
者
は
男
性
に
限
ら
れ
る
。

(
5
)

た
だ
し
、
下
倉
二

O
O
五
も
指
摘
す
る
と
お
り
、
奴
が
主
人
を
強

姦
し
た
場
合
な
ど
、
特
別
な
係
件
が
加
わ
れ
ば
棄
市
刑
が
適
用
さ
れ

る。

(
6
)

「
牢
隷
巨
」
は
瞬
虎
地
秦
筒
封
診
式
五
一
な
ど
に
見
え
、
「
牢
獄

で
服
役
し
て
い
る
隷
臣
」
と
解
四
拝
さ
れ
て
い
る
[
睡
虎
地
一
九
九

O
]
0
 

(
7
)

調
停
文
[
張
家
山
二

0
0
二
は
「
官
司
空
」
に
作
る
(
修
訂
版

[
張
家
山
二

O
O
六
]
も
同
じ
)
が
、
本
文
に
述
べ
た
始
皇
帝
陵
出

土
遺
物
や
秦
封
泥
に
「
宮
司
空
」
が
見
え
る
こ
と
に
擦
り
、
改
め
た

[
冨
谷
二

O
O
六
]

0

(
8
)

珊
七
年
十
二
月
一
内
子
朔
辛
卯
贋
陵
宮
司
空
長
前
丞
口
敢
告

土
主
虞
陵
石
黒
男
子
王
奉
世
有
獄
事
一
一
己
復
故
郡
郷
(
表
面
)

里
遺
白
致
移
指
穴
加
入
(
?
)
年
獄
計
承
(
?
)
書
従
事
如
律

令

(

裏

面

)

四
十
七
年
十
二
月
丙
子
朔
辛
卯
(
十
六
日
)
の
日
、
康
陵
宮
司

室
長
の
前
・
次
官
の
口
が
「
土
主
」
に
告
げ
る
。
慶
一
陵
豚
石
里

の
男
子
王
奉
世
は
繋
獄
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
こ
と
は
決
着
し

た
の
で
、
故
郷
の
里
に
蹄
ら
せ
る
。
そ
ち
ら
に
行
か
せ
、
四
十

八
年
の
「
獄
計
」
を
地
下
世
界
に
届
け
ま
す
。
こ
の
文
書
を
う

け
と
っ
た
ら
律
令
の
通
り
に
庭
理
さ
れ
た
い
。

「
四
十
七
年
」
と
は
慶
陵
王
劉
膏
の
四
十
七
年
、
出
日
帝
本
始
三
年

(
前
七
一
)
の
こ
と
と
さ
れ
る
。
護
信
者
は
麿
陵
園
の
宮
司
空
で
、

宛
先
は
「
土
主
」
、
す
な
わ
ち
地
下
世
界
の
捨
首
官
と
な
っ
て
お
り
、

こ
れ
が
埋
葬
用
の
擬
制
文
書
で
あ
っ
た
こ
と
を
不
し
て
い
る
。
墓
主

に
は
「
獄
事
」
が
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
の
こ
と
は
す
で
に
決
着
し
た

と
さ
れ
、
冥
界
に
向
か
う
墓
主
と
と
も
に
、
「
獄
計
」
な
る
文
書
が

地
下
に
迭
付
さ
れ
て
い
る
。

(
9
)

度
者
、
分
・
寸
・
尺
・
丈
・
引
也
、
所
以
度
長
短
也

0

・
:
:
職
在

内
官
、
廷
尉
掌
之
o

(
『
漢
書
』
律
暦
志
上
)

(
日
)
「
六
年
内
官
/
第
品
川
ご
っ
一
二
一

O
六
九
三
)
、
「
四
年
内
官
第

/
百
品
川
五
」
(
三
一

O
一
五
一
四
)
[
中
国
枇
合
科
向
学
院
考
占
研
究
所

一
九
九
六
]

(
日
)
久
之
、
隆
慮
公
主
子
昭
平
君
向
帝
女
夷
安
公
主
、
隆
慮
主
病
困
、

以
金
千
斤
銭
千
寓
潟
昭
平
君
橡
噴
死
罪
、
上
許
之
。
隆
慮
主
卒
、
昭

平
君
日
騒
、
酔
殺
主
博
、
獄
繋
内
官
。
(
『
漢
書
』
東
方
朔
惇
)

(
ロ
)
腐
刑
に
庭
せ
ら
れ
る
者
が
す
べ
て
中
央
の
内
官
に
迭
ら
れ
た
の
か
、

あ
る
い
は
地
方
に
お
い
て
も
、
諸
侯
王
な
ど
の
下
に
内
官
が
置
か
れ
、

腐
刑
の
執
行
や
宮
隷
臣
の
使
役
を
捨
賞
し
て
い
た
の
か
は
、
定
か
で

な
し

29 
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(
日
)
延
年
坐
法
腐
刑
、
給
事
狗
監
中
。
(
『
漢
書
』
伝
匝
停
李
延
年
)

『
漢
書
』
元
帝
紀
で
は
初
元
二
年
に
「
黄
門
の
乗
輿
狗
馬
」
が
罷
め
ら

れ
て
お
り
、
『
資
治
通
鑑
』
漠
紀
、
元
狩
二
年
候
の
胡
注
は
「
黄
門

冶
馬
監
・
狗
監
」
と
す
る
。

(
比
)
太
子
敗
、
賓
客
皆
誌
、
安
世
清
賀
L
L
書
、
得
下
議
室
。
後
矯
披
庭

令
、
而
宣
帝
以
皇
曾
孫
牧
養
披
庭
。
(
『
漢
書
』
張
安
世
惇
)

孝
官
-
許
皇
后
、
元
帝
母
也
。
父
慶
一
漢
、
昌
巳
人
、
:
:
:
首
死
、
有
詔

募
ド
議
室
。
後
翁
宣
者
丞
o

(

「
漢
書
』
外
戚
惇
上
孝
官
許
皇
后
)

(
日
)
例
え
ば
孔
一
九
八
六
は
、
先
行
す
る
諸
説
を
ま
と
め
つ
つ
「
幽
閉

H

一
肉
刑
」
説
を
展
開
す
る
も
の
で
あ
る
。

(
時
)
こ
う
し
た
所
説
は
孔
一
九
八
六
、
冨
谷
一
九
九
五
に
多
く
紹
介
さ

れ
て
い
る
。

(
口
)
十
倉
二

O
O
五
は
こ
の
候
文
を
、
強
姦
H

腐
以
潟
宮
隷
臣
、
既
婚

女
性
と
の
和
姦
H

完
城
旦
、
未
婚
女
性
と
の
和
姦
H

耐
隷
臣
、
と
い

う
姦
淫
罪
へ
の
科
罰
か
ら
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
未
婚
女
性
と
の

和
姦
H

耐
隷
臣
を
基
準
と
し
て
、
そ
れ
が
強
姦
で
あ
れ
ば
耐
刑
が
腐

刑
に
一
等
加
重
さ
れ
、
一
方
で
そ
れ
が
段
婚
女
性
と
の
和
姦
で
あ
れ

ば
隷
臣
刑
が
城
H
一
刑
に
一
等
加
重
さ
れ
る
、
と
い
う
関
係
か
ら
、
腐

刑
と
耐
隷
臣
妾
と
の
聞
の
差
が
刑
一
等
と
さ
れ
て
い
た
、
と
の
碑
解

で
あ
る
。
興
味
深
い
指
摘
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
腐
刑
を
内
刑
の
最

高
刑
と
し
、
一
等
減
じ
る
な
ら
斬
右
祉
刑
、
と
い
う
認
識
は
そ
こ
に

は
反
映
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。

(
時
)
冨
谷
一
九
九
五
は
腐
刑
を
反
映
刑
と
と
ら
え
る
通
説
を
批
判
し
、

内
刑
の
追
放
刑
的
側
面
に
着
目
し
て
、
追
放
の
「
程
度
」
に
よ
っ
て

数
段
階
の
内
刑
が
準
備
さ
れ
て
お
り
、
腐
刑
は
そ
の
な
か
で
、
い
わ

ば
「
動
物
界
か
ら
の
追
放
」
と
し
て
死
刑
に
次
ぐ
地
位
を
輿
え
ら
れ

た
も
の
、
と
解
轄
す
る
。
こ
れ
に
針
し
て
筆
者
は
、
腐
刑
は
強
姦
罪

専
用
の
刑
と
し
て
生
ま
れ
た
も
の
と
考
え
る
が
、
そ
の
背
後
に
「
反

映
刑
」
と
い
う
概
念
が
あ
っ
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
確
か
に
拙
速

な
結
論
を
避
け
ね
ば
な
る
ま
い
。
だ
が
数
種
類
の
内
刑
を
段
階
づ
け
、

そ
の
な
か
に
腐
刑
を
位
置
づ
け
る
と
い
う
後
想
は
、
む
し
ろ
後
起
の

も
の
で
あ
り
、
腐
刑
の
原
初
的
性
格
と
は
切
り
離
し
て
議
論
さ
れ
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
印
)
孟
康
日
、
黙
劇
二
、
左
右
駈
合
一
、
凡
三
。
(
『
史
記
』
孝
文
本
紀

集
解
)

(
鈎
)
注
(
は
)
に
引
い
た
張
安
世
停
を
参
照
。
司
馬
遷
は
「
家
貧
、
財
賂

不
足
以
自
彊
」
(
「
漢
童
H

』
本
惇
)
で
あ
っ
た
た
め
、
死
刑
を
腐
刑
に

換
え
る
道
を
選
ん
だ
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
換
刑
に
も
何
ら
か
の
係
件

が
必
要
で
あ
っ
た
可
能
性
は
排
除
で
き
ま
い
。

(
幻
)
正
確
に
は
足
柳
を
着
用
し
た
う
え
で
の
究
錯
刑
を
含
む
[
冨
谷
一

九
九
八
、
二
一
四
頁
以
降
]
o

た
だ
し
哀
帝
の
時
、
李
尋
は
死
一
等

を
減
じ
ら
れ
て
敦
健
郡
に
徒
さ
れ
て
い
る
(
『
漢
書
』
李
尋
惇
)
。
後

に
引
用
す
る
後
漢
の
赦
令
で
は
、
通
常
の
死
刑
凶
は
死
一
等
を
減
じ

ら
れ
て
透
境
防
備
に
迭
ら
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
措
置
の
晴
矢
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(
勾
)
リ
肉
刑
復
活
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
西
田
一
九
七
四
、
第
十
一
章

「
肉
刑
論
か
ら
見
た
刑
罰
思
想
」
を
参
照
。

(
お
)
景
帝
元
年
、
下
詔
日
「
加
答
輿
重
罪
無
異
、
幸
而
不
死
、
不
可
翁

人
。
其
定
律
、
答

TZ円
円
三
百
、
答
三
百
日
二
百
o
」
猫
向
不
全
。

至
中
六
年
、
又
下
詔
日
「
加
答
者
、
或
至
死
而
答
未
畢
、
朕
甘
世
憐
之
。

30 



397 

其
減
答
三
百
円
二
百
、
答
二
百
日
一
百
o
」
(
『
漢
書
』
刑
法
志
)

(
但
)
明
帝
時
の
詔
の
み
を
例
示
し
て
お
く
。

詔
三
公
募
郡
圏
中
都
官
死
罪
繋
囚
、
滅
罪
一
等
、
勿
答
、
詣
度
遼
将

軍
倍
、
屯
朔
方
・
五
原
之
透
牒
。
妻
子
白
随
、
便
占
著
透
勝
。
父
母

同
産
欲
相
代
者
、
恋
慕
之
。
其
大
逆
無
道
殊
死
者
、
一
切
募
下
議
室
。

亡
命
者
令
蹟
罪
各
有
差
。
凡
徒
者
、
賜
弓
琴
衣
娘
。
(
『
後
漢
書
』
明

帝
紀
)

(
お
)
一
三

O
簡
の
上
部
が
扶
け
て
い
る
た
め
、
噴
耐
と
罰
金
四
雨
と
の

聞
の
部
分
が
確
と
し
な
い
が
、
「
:
:
:
噴
耐
、
金
十
二
雨
。
噴
壱

(
逗
)
、
令
一
八
雨
:
:
:
」
(
一
一
九
筒
)
に
振
る
な
ら
、
闘
の
ご
と
く

復
元
で
き
よ
う
。

(
お
)
計
脱
賓
及
山
川
賓
多
於
律
程
、
及
不
首
山
川
而
出
之
、
直
(
値
)
其
買

(
債
)
、
不
盈
廿
二
銭
、
除
、
廿
二
銭
以
到
六
百
六
十
銭
、
出
貝
官
畜

夫
一
盾
、
過
六
百
六
十
銭
以
上
、
質
官
畜
夫
ム
甲
、
而
復
責
其
出
殴

(也
)
o

人
戸
、
馬
午
一
以
上
潟
大
誤
。
誤
向
重
(
腫
ワ
)
殴
(
也
)
、

滅
罪
一
等
。
(
放
律
五
八
l
六
O
)

(
幻
)
害
盗
別
徴
而
盗
、
駕
(
加
)
罪
之

0

・
可
(
何
)
謂
「
駕
(
加
)

罪」
0

・
五
人
盗
、
戚
(
臓
)
一
銭
以
上
、
斬
左
止
、
有
(
又
)
諒

以
翁
城
旦
、
不
盈
五
人
、
盗
過
六
百
六
十
銭
、
諒
刺
(
削
則
)
以
潟
城

旦
、
不
盈
六
百
円
六
十
到
二
百
円
廿
銭
、
鯨
矯
城
日
寸
不
盈
二
百
廿
以
下

到
一
銭
、
壱
(
逗
)
之
。
求
盗
比
此
。
(
法
律
答
間
一
よ
一
)

こ
こ
に
鯨
城
H
一
↓
剤
鯨
城
H
一
↓
斬
左
祉
鯨
城
旦
と
い
う
序
列
が
現

れ
て
い
る
。

(
お
)
『
書
』
呂
刑
は
五
刑
を
墨
剰
刺
宮
の
順
に
間
一
争
げ
、
こ
れ
は

二
年
律
令
に
お
け
る
内
刑
の
序
列
と
一
致
す
る
。
た
だ
し
経
書
に
お

い
て
複
数
の
内
刑
が
列
翠
さ
れ
る
際
、
常
に
こ
の
序
列
が
守
ら
れ
る

わ
け
で
は
な
い
(
例
え
ば
『
周
種
」
掌
毅
)
o

経
書
が
及
ぼ
し
た
影

響
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
判
断
を
避
け
た
い
。

(
m
U
)

「
乞
邦
」
(
法
律
答
問
一
七
七
)
と
は
秦
以
外
の
園
を
指
す
。
「
邦

亡
」
の
語
は
例
え
ば
「
・
・
:
・
告
人
円
邦
亡
、
未
山
川
徴
閑
亡
、
告
不

審
、
論
可
(
何
)
殴
(
也
)
。
翁
告
鞍
城
H
一
不
審
」
(
法
律
答
問
四

八
)
と
し
て
見
え
、
「
徴
」
を
越
え
て
逃
亡
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

従
っ
て
「
邦
」
と
は
一
定
の
領
域
を
持
っ
た
園
を
指
す
語
で
あ
る
。

(
初
)
波
書
一

O
O
一
は
成
卒
が
長
安
で
の
朝
合
儀
躍
に
参
加
し
た
り
、

中
都
ハ
目
の
警
備
に
必
田
た
っ
て
い
る
例
を
挙
げ
、
「
外
紙
l
h灰
」
が
専

ら
遺
境
警
備
を
指
し
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
(
三
六
五

l
一
二
六
六
頁
)
。
こ
の
貼
は
確
か
に
氏
が
指
摘
さ
れ
る
通
り
だ
が
、

遺
境
防
備
の
名
目
で
徴
議
さ
れ
た
人
員
が
首
都
警
備
に
振
り
向
け
ら

れ
た
可
能
性
も
あ
る
。
現
賓
の
運
用
に
お
い
て
は
さ
て
お
き
、
徴
愛

の
名
目
と
し
て
は
外
訴
の
目
的
は
透
境
防
備
に
あ
っ
た
と
考
え
る
。

(
訂
)
山
同
一
九
九
三
は
女
子
も
径
役
に
服
し
た
も
の
と
す
る
(
第
四

章
)
o

こ
れ
に
針
し
重
近
一
九
九
九
は
女
性
の
徴
愛
を
あ
く
ま
で
臨

時
的
な
も
の
と
す
る
(
一
六
八
頁
)

0

(
沼
)
首
成
、
己
受
令
而
遁
不
行
盈
七
日
、
若
成
総
去
署
及
亡
盈
一
日
到

七
日
、
墳
耐
。
遇
七
日
、
耐
筋
隷
臣
。
遁
三
月
〈
日
〉
、
完
矯
城
旦
。

(
二
年
律
令
三
九
八
)

戊
卒
に
必
田
た
り
、
す
で
に
命
令
を
受
け
な
が
ら
逃
れ
て
行
か
ぬ

こ
と
が
七

H
と
な
っ
た
と
き
、
も
し
く
は
成
透
し
て
不
法
に
部

署
か
ら
離
れ
る
、
及
び
逃
亡
す
る
こ
と
一
日
か
ら
七
日
に
到
る

ま
で
は
、
臆
耐
。
七
日
を
こ
え
る
と
、
耐
隷
臣
。
三
ヶ
月
を
こ
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え
る
と
、
完
城
旦
。

(
お
)
『
史
記
』
惇
寛
列
惇
集
解
引
の
律
文
に
は
「
勅
兵
白
守
日
屯
」
と

あ
り
、
徴
愛
さ
れ
た
兵
士
が
駐
屯
す
る
こ
と
、
お
よ
び
そ
の
場
所
が

屯
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
『
史
記
』
陳
勝
世
家
で
は
陳
勝

は
漁
陽
で
の
成
透
に
徴
獲
さ
れ
、
大
津
郷
に
屯
し
、
屯
長
と
な
っ
て

い
る
。

(
弘
)
天
下
人
皆
直
成
透
三
円
、
亦
名
震
更
、
律
所
謂
係
茂
也
。
難
丞
相

子
亦
在
成
透
之
調
。
不
可
人
人
白
行
三
日
成
、
又
行
者
賞
自
皮
一
一
一
日
、

不
可
往
便
還
、
因
便
佐
一
歳
一
更
。
諸
不
行
者
、
出
銭
三
百
入
官
、

官
以
給
成
者
、
日
疋
謂
過
更
也

0

・
:
:
食
貨
志
日
「
月
矯
更
卒
、
己
復

局
正
、
一
歳
屯
成
、
一
歳
力
役
、
三
十
倍
於
古
」
o

此
漢
初
因
秦
法

而
行
之
也
。
後
遂
改
易
、
有
諭
乃
成
逢
一
歳
耳
。
:
:
:
(
『
漢
書
』

昭
帝
紀
如
淳
注
)

(
お
)
こ
の
部
分
は
、
「
:
:
:
棄
一
一
」
(
一
二
筒
)
「
所
及
過
牒
:
:
:
」
(
一

三
筒
)
と
簡
が
排
列
さ
れ
て
い
る
所
で
あ
る
。
後
文
に
「
:
:
:
・
軍

人
裏
所
=
過
豚
:
:
:
」
(
一
四
筒
)
と
あ
り
、
こ
れ
を
参
考
に
接
合

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
重
文
符
競
の
位
置
が
食
い
違
う
。
ひ
と
ま

ず
「
棄
を
菓
所
、
及
び
過
ぎ
り
し
豚
に
責
る
」
と
訓
讃
し
た
が
、
簡

の
接
績
が
誤
っ
て
い
る
可
能
性
も
残
る
。

(
お
)
二
年
律
令
四
二
二
簡
に
は
、
類
似
す
る
も
の
と
し
て
「
同
食
」
が

見
え
る
。

(
釘
)
李
皐
勤
一
九
九
四
、
第
六
篇
、
「
三
、
論
銀
雀
山
〈
守
法
〉
〈
守

令
〉
」
参
照
。
た
だ
し
吉
本
二

O
O
三
は
斉
の
著
作
と
の
封
廃
も
穎

著
で
あ
り
、
秦
漠
律
に
は
見
え
な
い
濁
自
の
刑
名
が
含
ま
れ
る
こ
と

を
指
摘
す
る
。

(
お
)
水
間
二

O
O七
も
こ
の
矛
盾
を
指
摘
し
、
代
替
刑
が
行
わ
れ
た
可

能
性
を
想
定
す
る
。

(
却
)
「
漠
童
H

』
刑
法
志
の
、
刑
期
の
設
定
に
閥
わ
る
記
事
の
訂
誤
に
つ

い
て
は
張
建
園
一
九
九
九
、
「
前
漢
文
帝
形
制
改
革
及
其
展
開
的
再

検
討
」
を
参
照
。

(
却
)
張
建
園
二

O
O六
は
「
復
作
」
に
閲
す
る
諸
説
を
検
討
し
、
思
赦

を
経
て
罪
人
で
は
無
く
な
っ
た
も
の
の
、
刑
期
の
残
絵
分
は
労
役
に

就
け
ら
れ
た
者
、
と
解
四
押
す
る
。

(

H

U

)

(

景
帝
後
)
三
年
復
下
詔
日
「
高
年
老
長
、
人
所
命
敬
也
。
鯨
寡

不
属
逮
者
、
人
所
哀
憐
也
o

其
著
令
、
年
八
十
以
上
、
八
歳
以
下
、

及
字
者
未
乳
、
師
・
朱
儒
骨
回
鞠
繋
者
、
領
繋
之
o
」
(
『
漠
童
H

』
刑
法

士
心
)

(
必
)
前
注
参
照
。
ま
た
本
文
に
奉
げ
た
平
帝
の
詔
の
後
文
に
は
「
:
:
:

及
粍
悼
之
人
刑
罰
所
不
加
、
聖
王
之
所
制
也
o

惟
苛
暴
吏
多
拘
繋
犯

法
者
親
属
、
婦
女
老
弱
、
講
怨
傷
化
、
百
姓
苦
之
。
其
明
救
百
寮
、

婦
女
非
身
犯
法
、
及
男
子
年
八
十
以
上
七
歳
以
下
、
家
非
坐
不
道
、

詔
所
名
捕
、
乞
皆
無
得
繋
。
其
首
験
者
、
即
験
問
。
定
著
令
」
と
あ

り
、
縁
坐
し
た
女
性
の
牧
繋
を
緩
和
す
る
措
置
が
見
え
る
。

(
必
)
左
停
の
記
事
は
以
下
の
と
お
り
。
「
斉
侯
疾
。
崖
梓
微
逆
光
。
疾

病
而
立
之
。
光
殺
戎
子
、
戸
諸
朝
。
非
檀
也
o

婦
人
無
刑
(
無
黙
別

之
刑
也
)
o

躍
有
刑
、
不
在
朝
市
(
謂
犯
死
刑
者
猶
不
暴
戸
也
)

0

」

(
叫
)
婦
人
従
人
者
也
。
幼
従
父
兄
、
嫁
従
夫
、
夫
死
従
了
。
夫
也
者
夫

也
、
夫
也
者
以
知
帥
人
者
也
o

寛
一
一
斉
戒
鬼
柿
陰
陽
也
o

勝
以
潟
祉
稜

主
、
潟
先
祖
後
而
可
以
不
致
敬
乎
。
共
牢
而
食
同
等
卑
也
。
故
婦
人

無
国
酎
。
従
夫
之
国
酎
坐
以
夫
之
商
。
(
『
櫨
記
』
郊
特
牲
)
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(
何
日
)
今
孜
割
勢
・
閑
宮
皆
係
宮
刑
、
因
人
制
宜
耳
。
劉
難
服
非
日
疋
o

如

婦
人
従
夫
服
、
重
有
塁
箭
奔
之
類
、
山
豆
得
以
不
同
夫
服
、
逐
謂
之
非

従
服
乎
。
(
洪
亮
吉
『
春
秋
左
惇
詰
』
)

(
必
)
梁
車
新
潟
鄭
令
。
其
姉
往
看
之
、
暮
而
後
、
門
閉
。
因
除
郭
而
入
。

車
途
別
其
足
。
(
『
韓
非
子
』
外
儲
説
左
下
)

399 

[
附
記
]
本
稿
の
前
牛
部
分
は
中
岡
古
中
世
史
的
学
合
同
(
七
月
七
日
、
於
ソ

ウ
ル
、
淑
明
女
子
大
血
学
校
)
で
行
な
っ
た
護
表
に
加
筆
・
修
正
を
加
え
た

も
の
で
あ
る
。
舎
の
席
上
で
貴
重
な
意
見
を
頂
い
た
こ
と
に
感
謝
し
た
い
。

な
お
本
稿
は
平
成
一
九
年
度
科
皐
研
究
費
補
助
金
(
基
盤
C
2
)

に
よ
る

研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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A HYPOTHESIS CONCERNING THE HISTORY OF THE 

DEVELOPMENT OF THE PENAL SYSTEM DURING 

THE QIN AND HAN DYNASTIES: CASTRATION 

AND PUNITIVE MILITARY SERVICE 

MIYAKE Kiyoshi 

Castration has long been considered a penalty imposed for sexual cnmes. 

Moreover, since it can only be imposed on men, it was explained in classical com

mentaries that women who committed the same sorts of crimes were punished by 

confinement. However, in legal materials from Qin through early Han times that 

have been unearthed in recent years, it has become clear that castration was only 

applicable to the crime of rape and was not imposed for ordinary sexual offences. 

Castration should be thought of as having been originally a punishment for the 

crime of rape, which could only be committed by men. However, there was one 

other instance in which the punishment of castration was imposed. That was in the 

case of repeated conviction for crimes that merited tattooing for the first offense, 

the cutting off the nose for a second, and severing a foot for each the third and 

fourth offenses. It was for a fifth offense that castration was imposed. In these 

cases, women were also subject to such punishment. However, there was a dis

crepancy between the criminal statutes regarding the relative position of castra

tion, as castration had not generally been treated as the most severe form of 

mutilating punishment. This discrepancy involving the position of castration as a 

penalty seems to indicate that the regulation stipulating castration as a punishment 

for repeat offenders was a relatively new one. With the organization of written law 

codes, there was also an ordering of each type of penalty, and castration, which 

was firmly linked to a specific type of crime, then came to be used as one form of 

mutilating punishment for repeat offenders. The use of castration was abolished 

during the rule of the Emperor Wen, but castration was revived as the most se

vere form of mutilating punishment and a replacement for capital punishment, and 

its use then spread during the Latter Han dynasty. It was at that time that a 

punishment for women that was the equivalent of castration was finally recorded. 

Women were not mobilized for defense of the borders so they were also not 

subject to punitive military service on the frontier, which was limited to men, so 

this penalty, like castration, was not imposed on women. In extant statutes, puni-
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tive military service on the frontier was chiefly imposed on those who disobeyed 

military regulations, and it must have been employed in circumstances in which its 

application was naturally limited to men. However, the early second-century BCE 

penal code Ernian lUlling from Zhangjiashan shows that punitive military service 

on the frontier was applied for crimes that could have been committed by women. 

This is another case in which we can hypothesize that over time a punishment 

which in the past had been applied for one specific crime came to be treated as 

another form of labor punishment and used to punish various crimes. 

With this history of the development of the penal system in mind, one should 

probably consider the possibility that the phenomena of some penalties not being 

applied to women was not only a policy of leniency, but that these punishments 

were originally used in circumstances that applied only for men. The interpretation 

of the line ~w A f!!ii Jflj in the Chunqiu Zuo shi zhuan from the 19th year of Xiang 

Gong that has been rendered with the phrase "punishments for women were not 

established" needs to be reexamined. 

TWO TYPES OF BUREAUCRACY OF XI XIA: 

HOW BUREAUCRATS WERE APPOINTED 

IN THE LATTER HALF OF 

THE 12th CENTURY 

SATO Takayasu 

In this study I use written sources in the Tangut language and Chinese to in

vestigate how the bureaucrats of the Xi Xia kingdom were appointed in the latter 

half of the 12th century. As a result of this examination, I have made clear that 

there were two, differing types of bureaucrats at this time. The first type was 

composed of officials of the civilian bureaucracy whom had been educated in insti

tutions designed to develop civilian bureaucrats; the second type was made up of 

military bureaucrats who served on the basis of attaining an inherited post or on 

the recommendation of a clan chieftain. And I also made clear that among these 

bureaucrats was a group who were appointed as close associates of the emperor. 

Most of the military bureaucrats were chosen from the Tangut people of 

various clans other than that of the emperor. They were closely associated with 

the emperor and served as residential guards and did tasks in the palace and 

thereafter advanced as bureaucrats in various government offices. The method of 
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